
高齢者福祉計画（介護保険事業計画第8期）進捗管理

事業概要（第８期における主な取組） 本計画実施内容（目標・事業内容等） 活動指標（R5年度） 実施内容
自己

評価
課題 対応策

ア 従前の訪問介護相当サービス 地域包括ケア推進課

自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支

え合い・支援サービスなどが受けられない場合に、訪問介

護事業者の訪問介護員による専門的な身体介護・生活援助

を実施します。

要支援者等のうち、専門的な身体介護・生活援助が必要な

方に対して、訪問介護員による支援を実施します。
-

要支援者等のうち、専門的な身体介護・生活援助が必

要な方に対して、訪問介護員による支援を実施しまし

た。

4
サービス提供事業所への制度理解の周知が課題となっていま

す。

基準の改正等の際にはサービス提供事業所宛てに随時文書に

て通知を行います。

イ 訪問型サービスＡ 地域包括ケア推進課

自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支

え合い・支援サービスなどが受けられない場合に、事業者

による従前の訪問介護相当サービスの基準を緩和した生活

援助を実施します。

要支援者等のうち、身体介護等の専門的な支援を必要とし

ない方に対して訪問介護事業者及び生きがい事業団等が生

活援助を実施します。また、当事業においては、一定の研

修を受講した無資格者も従事可能であるため、研修等を通

して、担い手を養成することを推進することにより、サー

ビスの利用につなげやすい環境を整備します。

-
ヘルパー事業所の指定による他、生きがい事業団への

委託により事業実施をしています。
3

多様なサービスの中から対象者の状態像に合ったサービスを

適切に利用してもらう必要があります。

対象者の状態像に合った適切なサービス利用に繋げられるよ

う、「介護予防ケアマネジメント効果検討会議」を活用して

いきます。

ウ 訪問型サービスＢ 地域包括ケア推進課

自力では困難な行為であるが専門性の必要ない生活援助

（ゴミ出しなど）を、ボランティア等による住民主体の自

主的な取組により実施します。

要支援者等のうち、身体介護等の専門的な支援を必要とせ

ず、ボランティアによる支援が適している方に対して、ボ

ランティア団体が生活援助を実施します。また、サービス

内容を決定する高齢者よろず相談センターと訪問型サービ

スＢの提供者が滞りなく連携できるよう、支援をすること

により、利用の促進を図ります。

-

サービス利用率の増加を図るため、サービス提供者か

らの要望を反映させながら、適宜事業運用方法を改善

いたしました。

4
サービス提供実績がない福祉村があり、サービスの利用促進

が課題です。

滞りなくサービス提供が行えるよう、手順書や様式を作成す

る等の改善をします。

エ 訪問型サービスＣ 地域包括ケア推進課

体力や日常動作に改善が必要な方で通所が困難な方に対

し、保健師、看護師、歯科衛生士、管理栄養士などの専門

職が自宅を訪問し、相談指導を実施します。

要支援者等を対象に、高齢者よろず相談センターや市の職

員が自宅を訪問し、相談を受けて、短期集中的に専門的な

立場から指導を行います。

-

高齢者よろずセンター等から相談を受けた結果、訪問C

ではなく個別相談の訪問が適している方への対応を実

施しました。

3
サービスの周知を引き続き行うとともに、訪問頻度・回数等

について、相談内容に応じて対応する必要があります。

個別相談を受ける中で、訪問型サービスCが望ましい対象に

は、支援がつなげられるようにしていきます。

オ 従前の通所介護相当サービス 地域包括ケア推進課
生活機能向上のための専門的な機能訓練を通所介護施設で

実施します。

要支援者等のうち、通所介護施設で、生活機能向上のため

の支援を行うことが適している方に対して、専門的な支援

を行います。

-

要支援者等のうち、通所介護施設で、生活機能向上の

ための支援を行うことが適している方に対して、専門

的な支援を行いました。

5
多様なサービスの中から対象者の状態像に合ったサービスを

適切に利用してもらう必要があります。

対象者の状態像に合った適切なサービス利用に繋げられるよ

う、「介護予防ケアマネジメント効果検討会議」を活用して

いきます。

カ 通所型サービスＡ 地域包括ケア推進課
現行従前の通所介護相当サービスの基準を緩和した支援を

通所介護施設で実施します。

要支援者等のうち、通所介護施設で、専門職による支援が

原則として必要ない方に対して、日常生活等を通した機能

訓練を行うことによる支援を行います。

-

サービスのニーズがない状況が続いています。サービ

ス選定の支援をする地域包括支援センターでは身体介

護が必要ない対象者の受け皿として、当サービスでは

なく、地域のサロンへ案内している状況です。

2

身体介護が不要な対象者の受け皿として通いの場（地域のサ

ロン）が機能しているため、当サービスへのニーズが上がり

ません。他市においては、基準緩和をする余地が少ないため

当サービスを実施していない例もあります。

当面は利用者に対する多様な受け皿の一つとして当サービス

を残しつつ、市民へのニーズ調査等をもとに廃止等を含め事

業の運用方法を見直していく必要があります。

キ
通所型サービスＣ　健康チャレ

ンジ複合型教室事業
地域包括ケア推進課

要支援者等を対象に、運動機能の低下、口腔機能の低下、

並びに低栄養状態にある、又はそのおそれがある高齢者に

対し、短期集中的に複合型プログラムを実施します。

要介護状態にならないためには運動・口腔・栄養のプログ

ラムを一体的に取り組むことが効果的であることから、総

合的に健康増進への効果が望める事業を積極的に開催して

いきます。

-
運動、口腔の複合集団型プログラムを、できるかぎり

個人の状況に適した指導を行いながら実施しました。
4

１回あたりの参加者を増やすことが必要です。

また、参加者がドロップアウトすることなく、地域に戻った

時にサービスを利用することなく自立した生活ができる期間

を長くする必要があります。

対象者選定時に丁寧なアセスメントを行います。

アセスメントと活動とのギャップをなくすように現場での本

人把握を強化します。

ク
生活支援・介護予防サービスに

関する協議体の設置
地域包括ケア推進課

生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、定期的

な情報の共有・連携強化の場として協議体を設置し、資源

開発等を推進します。

市全域に関する議論の場である第１層協議体と当該地域の

課題等について議論をする場である第２層協議体の会議を

開催し、介護予防や生活支援に関する課題などを共有しま

す。また、情報の共有、地域ニーズの把握、ネットワーク

化等を行い、地域の住民同士の支え合いの体制作りを推進

します。第２層協議体が設置されていない地区において

は、それぞれの地区に働きかけ、設置を促すことを支援し

ます。

協議体開催数　６7回 協議体開催６３回 2

ほとんどの地域で開催出来ましたが、一部の地域ではコロナ

禍以来開催出来ていません。地域の事情を注視しながら、他

の会議体との合同開催も含めて地域住民に働きかける必要が

あります。

会議体以外での地域住民との連絡を密に図り、折にふれ、協

議体の開催を促していきます。

ケ 生活支援コーディネート活動 地域包括ケア推進課

資源開発、関係者のネットワーク化、地域の支援ニーズと

サービス提供主体のマッチング等のコーディネート活動を

実施することにより、地域における生活支援・介護予防

サービスの提供体制の整備に向けた取組を推進します。

生活支援・介護予防サービスに関する協議体で決定した事

項等を実現するために働きかけをする生活支援コーディ

ネートチームの活動を推進するため、研修会を開催する

等、必要に応じた支援を行います。また、役割がある形で

の高齢者の社会参加を促進する就労的活動支援コーディ

ネーターの配置も検討していきます。

研修会開催数　３回 研修会開催数　3回 3

コーディネーターの入替えがあまりないため、何度か受けて

いる方と初めて受ける方が混在している状態であり、知識に

差があります。

研修内容を精査し、より多くの方に受けていただけるような

研修を行います。

コ 介護予防ケアマネジメント 地域包括ケア推進課
要支援者等に対する介護予防ケアマネジメントを行いま

す。

高齢者よろず相談センターが要支援者等に対するアセスメ

ントを行い、その状態や置かれている環境等に応じて、本

人が自立した生活を送ることができるようケアプランを作

成し、利用するサービスを決定します。必要に応じてモニ

タリングにより、サービス利用者の状態像を把握し、ケア

プラン期間終了後に評価を行います。

-

介護予防ケアマネジメントを実施する高齢者よろず相

談センターに対して、必要な説明や助言を行う等、事

業運用を実施しました。

3

高齢者よろず相談センターとの連携をより強化し、市民が自

身の状態像に合ったサービスが利用できるよう、適正な介護

予防ケアマネジメントの実施に努める必要があります。

介護予防ケアマネジメント効果検討会議を活用し、高齢者よ

ろず相談センターが適切なケアマネジメントを行えるよう努

めます。

サ
介護予防ケアマネジメント効果

検討事業
地域包括ケア推進課

介護予防ケアマネジメントに関して効果を検討する場を設

け、本市と高齢者よろず相談センターの連携を強化し、利

用者に適したサービスとなるよう必要に応じた支援を行い

ます。

各高齢者よろず相談センターからケアプラン等の提出を求

め、介護予防ケアマネジメントの内容についてヒアリング

する等、検討する場を設けます。各高齢者よろず相談セン

ターに必要に応じた指導を行うとともに、高齢者よろず相

談センターからの意見や要望を整理したマニュアルを整備

する等、この事業を通して、必要に応じたさまざまな支援

を行うことを目指します。

延べヒアリング回数　２６回

対象（令和４年度に事業対象者として申請があり、

サービス利用があった方）を限定した実施となりまし

たが、高齢者よろず相談センターとの連携を強化し、

より適切な介護予防ケアマネジメントができるよう、

全13高齢者よろず相談センターを対象に介護予防ケア

マネジメント効果検討会議を開催しました。

3

基本チェックリストの「口腔」や「栄養」にも該当している

にも関わらず、ケアプランに反映されていない事例が見受け

られことなどから、より適切な介護予防ケアマネジメントの

実施に向け多職種による専門的な視点が必要です。

介護予防ケアマネジメント効果検討会議等を通して、確認す

る。

アセスメント強化研修等を実施し、高齢者よろず相談セン

ター職員の資質向上を図ります。

ア 健康チャレンジ高齢者把握事業 地域包括ケア推進課

高齢者よろず相談センター等で基本チェックリストを実施

し、それぞれの高齢者に適したサービスや情報を提供する

ことにより、健康増進や閉じこもりの防止につなげます。

関係機関と連携し、事業の周知を図るとともに、基本

チェックリストを実施し、対象者に適したサービスや情報

提供を行います。

-

対象者の状態に応じて多様なサービスを提供できるよ

う高齢者よろず相談センターの窓口にて、チェックリ

ストを実施しました。

3

対象者の状態に応じて多様なサービスを提供し、要介護状態

にならないようにすることの結果がみえにくいです。また、

13高齢者よろず相談センターのスキルのボトムアップが必要

です。

本人の状態に合わせたケアプランを作成し、多様なサービス

を導入していきます。

研修等を実施し、13高齢者よろず相談センターのスキルのボ

トムアップを目指します。

イ
地域リハビリテーション活動支

援事業
保険年金課

地域における健康チャレンジの取組を機能強化するため

に、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住

民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関

与を促進します。

専門職や高齢者よろず相談センターなどの要望に対応する

ことで、対象者の重度化の予防や生活の充実に向けた技術

支援を行います。

支援回数　１２回

町内福祉村、地域包括支援センター等の依頼による理

学療法士派遣9回。地域ケア会議等は派遣の依頼はあり

ませんでした。

また、年間9回の運動指導等の依頼がありました。

2
通所サービスＣ終了後に自立に資する支援を継続的にうける

機会が乏しく、機能低下する場合がみられています。

神奈川県理学療法士協会と連携し、通所サービスＣ利用者の

自立に資する助言を行い介護予防を図ります。

ウ 健康チャレンジ事業評価事業 地域包括ケア推進課
学識経験者及び医師会・歯科医師会等から助言を得て、介

護予防事業の質の確保・向上の観点で評価します。

各地域における健康チャレンジ事業の充実状況や高齢者の

参加状況等を時系列で取りまとめ、事業の効果等について

分析し、さらなる充実につなげます。

開催回数　２回 開催回数２回 3
学識経験者等の助言等を事業の分析や充実に十分につなげて

いくことです。

毎年同じ学識経験者からでなく、多様な立場から多くの助言

を得ることで、課題点をより明らかにし、各事業に反映しま

す。

自己評価　５：目標を大きく上回る成果があった　　４：目標を上回る成果があった　　３：目標どおり　　２：目標をやや下回った　　１：目標を大きく下回った

第８期介護保険事業計画 R5年度実績

基本目標１　

健康で生きが

いに満ちた暮

らし

１

健康長寿への

チャレンジ

（１）

介護予防・日

常生活支援総

合事業の推進

（２）

地域で取り組

む健康チャレ

ンジ

基本目標 基本施策 施策 事業の内容 担当課
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エ 健康チャレンジ普及啓発事業
高齢福祉課・保険年

金課

医師による高齢者の健康増進に関する講話や、保健師、理

学療法士、管理栄養士、歯科衛生士、認知症地域支援推進

員等による相談を行います。また、健康チャレンジを地域

で実施するための教室を各専門職の視点で開催します。

高齢者が日頃から健康増進について関心を持つとともに、

知識を身につけることができるよう、健康長寿チャレンジ

の普及啓発に努めます。地域や団体に向けた各種の教室や

講話を開催し、高齢者の健康増進を地域住民が自主的に行

うことの大切さを伝えます。

延べ開催数　１５回

延べ参加者数　３００人

歯科医師によるオーラルフレイル予防講座、地域包括

支援センター等からの依頼講座等を年間17回開催し、

延271人が参加。専門職への相談は電話・訪問相談延べ

14件実施。

4

フレイル、オーラルフレイルなどの健康課題や介護予防につ

いてより多くの高齢者に周知することが課題となっていま

す。

現状の取り組みを継続して実施します。

オ

健康チャレンジに取り組むため

の通いの場（サロン）の開催支

援

地域包括ケア推進課

介護予防に取り組むことができるような通いの場（サロ

ン）を運営する住民主体のボランティア団体に補助金を交

付することによる支援を行います。

補助金を交付することによる活動経費の支援に加え、介護

予防に関する指導内容等を掲載した「健康チャレンジ教

本」を作成し、通いの場の団体に教本を提供することによ

り、各団体における介護予防活動の効果を高めるとともに

教本に沿った介護予防の取組をすることで各団体の活動の

主体性を促すことを進めます。また、つながり支援とし

て、デジタル機器を利用した通いの場での連携を実施して

いきます。

延べ参加者数　１８９,５００人

補助金の交付を通した通いの場各団体への活動支援を

推進しました。感染症流行を経て活動の再開及び増加

がみられました。

延べ参加者数：169,161人

2
通いの場の活動を通した高齢者同士のつながりを維持してい

く必要があります。団体数は増加傾向にあります。

参加しなくなった等気になるメンバーがいる場合には、高齢

者よろず相談センターにも相談するよう促し、通いの場の高

齢者同士のつながりを支援していきます。団体数の増加に対

応できるよう支援方法の見直しを行います。

カ
健康チャレンジリーダー育成事

業
保険年金課

健康チャレンジリーダーの養成を通して、主体的に活動を

行う地域団体を増加させることを目指します。健康チャレ

ンジリーダーを中心に地域団体が活発に介護予防に資する

活動を展開することにより、多くの高齢者へ介護予防活動

への参加を促し、健康長寿につなげます。

地域において介護予防活動をするための研修を開催し、普

及啓発を図ることにより、当該リーダーを中心に、地域の

実情に合わせた組織を構築します。

健康チャレンジリーダー養成者数　

２０人

健康チャレンジリーダー養成者数　５人

募集定員20名で募集したが、地域サロン等の活動が再

開していない団体や、担い手不足となっている団体も

あり、参加者の減少傾向が続いています。

2

一般介護予防事業創設期から継続して取り組んでいますが、

地域のサロン等から本事業へのニーズが低下しています。ま

た、同じような役割を担うフレイルサポーターが増員してい

ます。

本事業は廃止し、今後は養成された健康チャレンジリーダー

の活動を支援するとともにフレイルサポーターの育成を充実

させていきます。

キ
健康チャレンジ地域活動支援事

業
地域包括ケア推進課

健康チャレンジの取組を地域に根ざすために、身近で気軽

に取り組める地域における住民主体の健康増進活動の育

成・支援を行います。

住民主体の健康チャレンジの取組や内容の向上に向けて、

人材の派遣、各種団体が行う教室の紹介などの取組につい

ての情報発信等、活動への支援を行います。ゴム体操等の

指導や気軽に健康チャレンジに取り組める機材等を貸し出

しし、地域で取り組めるような活動を支援します。

-

地域のサロン活性化のために、介護予防の取組みを踏

まえたカラオケ機材等の貸し出し等支援を実施しまし

た。

3 カラオケ機器等を安全かつ適切に使用する必要があります。 機材等貸し出しについては業者同行実施を推進します。

ク 健康チャレンジ食生活改善事業 保険年金課
調理実習と食生活を学ぶ教室を組み合わせて、効果的に高

齢者の健康に関する知識を高めます。

市内の公民館で調理実習を行うとともに、食生活の知識を

高める教室を開催します。調理実習は男性の参加率が低い

ことから、通常の調理実習だけでなく、男性向けの教室を

開催し、男女問わず日常の食生活を通じて健康増進に関す

る知識を高めるような事業を実施します。

教室開催数　２５回

延べ参加者数　４００人

平塚市食生活改善推進団体へ委託し、コロナ感染対策

のため休止していた調理実習を再開しました。教室開

催数は３回で延べ参加者数は４２人でした。

また、「食生活改善推進員が考える”手軽に食べられる

低栄養予防のためのレシピ“」制作を委託し、高齢者の

食生活及び健康増進の知識の普及の媒体作成を行いま

した。

2

調理実習に参加しない高齢者も気軽に低栄養予防の知識を得

ることができる体制をつくり、多くの高齢者への普及啓発を

図る必要があります。

食べること（口腔や栄養など）について気軽に相談できる体

制の構築と幅広い情報発信を行います。

ケ ひらつか元気応援ポイント事業 地域包括ケア推進課

事業の参加を希望する平塚市在住の65歳以上の方に手帳

を交付し、指定された介護保険施設や子どもの施設等で活

動を行っていただき、手帳に押されたスタンプ数に応じ

て、介護保険料の未納がない方に交付金などを交付しま

す。

介護予防及び地域貢献の機会づくりを支援します。事業の

周知に力を入れるほか、活動可能な施設種別の範囲を広げ

事業受入機関の増加を図り、市内の身近な場所で活動がで

きる体制を整えることにより、事業登録者数の増加を目指

します。また、アンケートや意見交換会を通して把握した

事業登録者のニーズを適宜取り入れながら、魅力ある事業

にするよう改善を図ります。

介護分野の研修参加や介護周辺業務へのボランティア活動

をした若年層、中年齢層、子育てを終えた層、高齢者層な

ど各層にポイントを付与し、各層の社会参加・就労的活動

を推進するとともに、介護現場での活躍を支援し、介護人

材の拡大を検討します。

活動者数　３３５人

実活動者１１７名。

受入機関に対する受入に関する状況調査等を実施しな

がら、介護予防及び地域貢献の機会づくりを支援しま

した。

2
新型感染症流行後、受入機関の受入状況が把握しきれておら

ず、会員から活動しにくいという意見がありました。
受入機関の受入状況を整理し、会員へ情報提供します。

コ フレイル対策推進事業 保険年金課

多くの高齢者は、健康な状態からフレイルの段階（心身の

活力が低下した状態）を経て、要介護状態に陥ると考えら

れています。しかし、フレイル状態にあっても、その変調

に気づくことなく「歳のせい」と見過ごしてしまうことに

よって、介護予防の支援をすべきタイミングを逃してし

まっているという現状があります。そのため、東京大学高

齢社会総合研究機構との連携のもと、「栄養・運動・社会

参加」をテーマに、フレイルを「知る」「気づく」「予

防・改善する」という３つの観点から各種事業を展開する

ことで、自身の状態の見える化を図り、フレイル予防のた

めの行動変容につなげていきます。

「知る」を促す事業として、市ウェブ上のフレイル専用サ

イトの充実、フレイル予防セミナーの開催など、広くフレ

イル予防の普及啓発を図ります。また、「気づく」「予

防・改善する」を促す事業として、市役所や公民館等での

フレイルチェック測定会やフレイル改善教室等を開催する

ほか、その担い手となる市民サポーター「フレイルサポー

ター」を養成していきます。なお、各事業は、「高齢者の

保健事業と介護予防の一体的な実施」に基づき、各種デー

タを踏まえながら保健事業の視点からの支援と連携し推進

していきます。

測定会開催数　１０回

フレイルチェック測定会は予定回数を大きく上回る46

回実施し延べ621人が参加しました。「予防・改善す

る」として、フレイルサポーターによるオーラルフレ

イル予防を主な目的とした「カムカム教室」を計22回

実施し延べ244人参加しました。また担い手の養成とし

てフレイルサポーターを15名養成しました。

5

引き続き、より多くの高齢者がフレイルに「気づく」ための

機会を増やすことが課題です。また、「高齢者の保健事業と

介護予防の一体的実施」に基づき、後期高齢者健診とフレイ

ルチェックを一体的に実施し、フレイルへの気づきと行動変

容を促す仕組みの構築や低栄養やオーラルフレイルなど地区

ごとに異なる健康課題への対応が課題となっています。

フレイルチェック測定会を通いの場等で実施し、高齢者がフ

レイルに気づく機会を増やします。また産官学民連携による

フレイル改善に向けた行動変容を促す健康教室の実施や後期

高齢者健診とフレイルチェックの一体的実施の仕組みを構築

し、実施します。さらにフレイルチェックやカムカム教室等

による介護予防効果の検証を行います。

サ
高齢者のＩＣＴを活用したつな

がり促進事業
地域包括ケア推進課

高齢者のフレイル状態（虚弱状態）には、身体的フレイ

ル、心理・精神的フレイル、社会的フレイルがあり、中で

も、人とのつながりの希薄化などによる社会的フレイルの

予防は、特に重要な取組となります。通いの場等の充実に

よるつながりを促進するだけでなく、外出が困難な場合な

どでも、自宅でＳＮＳをはじめとするＩＣＴ技術を活用し

ながらつながりが保てるよう支援します。

町内福祉村が実施する通いの場（Ⅱ型）を中心に、主にス

マートフォンを所持する高齢者に対し、スマートフォンの

活用講座等を開催し、情報の収集やグループでの通話等を

安全に実施できる方法等を学ぶ機会を提供します。

講座開催数　１９回

自身のスマートフォンを使用したスマートフォン活用

講座を６回実施しました。

内訳：通いの場（Ⅱ型）２回

　　　通いの場（Ⅰ型）４回

2 通いの場（Ⅱ型）ではニーズが限られているようでした。 通いの場（Ⅰ型）を受講対象の中心とします。

シ 健康診査等 健康課・保険年金課
生活習慣病やがんの早期発見、早期治療等を目的とした各

種健診、保健指導を実施します。

特定健康診査・特定保健指導、後期高齢者健康診査、がん

検診、成人歯科健診等を実施します。健診等の対象者に

は、個別通知を行います。

-

平塚市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施

計画（第3期］データヘルス計画に基づき実施しまし

た。

速報値ベースで

特定健診：３６．５％（R4　36.4％）

後期高齢者健診：３７．２％（R4　33.4%)

特定健診、後期高齢者健診とも受診率は伸びていま

す。

4
健診受診率をこの先も上げ、健康状態の把握に努める必要が

あります。

特定健診：ナッジ手法を活用した受診勧奨通知の送付

　　　　　集団健診の検討

後期高齢者健診：ポピュレーションアプローチの場での健診

受診の必要性の周知

関係機関と健康課題を共有して健診受診勧奨を実施

ス 重症化予防事業 保険年金課
各種健康診査等の結果から重症化予防の対象者を把握し

て、予防のための保健指導等を実施します。

糖尿病性腎症重症化予防のための病診連携を実施します。

また、糖尿病及び高血圧の重症化予防教室や保健指導を実

施します。

-

平塚市国民健康保険加入者及び、後期高齢者への生活

習慣病重症化予防に取り組みました。

①糖尿病性腎症重症化予防

②健診異常値放置対策

③治療中断者対策

3

①翌年の健診を受診しないと指導の評価をすることができま

せん。

②医療へ受診させるだけでなく、生活習慣の変容が大事だが

電話連絡がとれず直接の指導ができないことがあります。

①健診を継続受診することの大切さを様々な保健事業・介護

予防事業等で周知します。

②医療機関の受診勧奨に加え、家庭訪問による生活習慣改善

に向けた保健指導を充実させます。また、通知内容や不在時

のチラシを工夫し行動変容につなげます。さらに、保健事業

の活用により生活習慣の改善が図れるように医師会や関係課

との連携を充実させます。

基本目標１　

健康で生きが

いに満ちた暮

らし

１

健康長寿への

チャレンジ

（２）

地域で取り組

む健康チャレ

ンジ
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高齢者福祉計画（介護保険事業計画第8期）進捗管理

セ 介護予防と連携した保健事業
保険年金課・地域包

括ケア推進課

健康診査等の分析結果から把握した健康課題や高齢期の体

の特性等、フレイル状態等を把握し、身近な場所で健康づ

くりへの参加や適切な医療サービス等につながるよう、地

域の場等で普及啓発や情報提供等を行い、疾病の予防に努

めます。

地域の場等を活用し健康情報の発信と普及啓発、必要な方

への受診勧奨等を行います。
-

前年度の後期高齢者健康診断の結果から、低栄養状態

のハイリスク者を抽出し、家庭訪問による個別の健康

相談を行ったり、医療機関受診勧奨、高齢者よろず相

談センターと連携して必要なサービスに繋げるなどし

てフレイル状態の進行を防ぎました。

3

フレイル状態が進行している者の生活背景は様々であり高齢

者の生活習慣の行動変容は容易でないため、一人一人に寄り

添った計画と繰り返しの支援が必要であるが、結果が出にく

いことが課題となっています。

高齢者よろず相談センター等地域の資源と連携し、個々に

あった支援を検討したり、実践可能な行動目標を本人と考え

る機会を作ります。

ソ 健康相談 健康課
生活習慣病予防等の疾病の早期改善と自己管理の意識向上

を図ることを目的とした健康相談を実施します。

保健師、管理栄養士などが来所及び電話等にて個別相談を

実施します。
-

平塚市健康増進計画（第2期）により進捗管理を

行います。

タ 健康教育 健康課

生活習慣病の予防、健康増進等に関する正しい知識の普及

を図り、健康の保持増進を目的として、健康教育を実施し

ます。

生活習慣病予防を目的として、専門医による健康講話、運

動や食生活改善等に関する集団健康教育を実施します。が

んへの知識の啓発を目的として、パソコンやスマートフォ

ンなどから気軽にアクセスできるがん検診チェックサイト

の普及を進めます。

-

平塚市健康増進計画（第2期）により進捗管理を

行います。

チ
地区組織活動・健康づくり推進

事業・栄養改善指導事業
健康課

地域の健康づくり活動を推進するための担い手を養成し運

動・休養・食生活等に関する様々な事業を実施します。

公募による講座を実施し、地域の健康づくりの担い手であ

る健康推進員及び食生活改善推進員を養成します。講座修

了後は、平塚市健康推進員連絡協議会、平塚市食生活改善

推進団体に加入して、市から委託された運動、休養、食生

活等に関する様々な事業を実施します。市は育成講座を実

施し、各推進員への情報提供や技術向上等を支援します。

-

平塚市健康増進計画（第2期）により進捗管理を

行います。

ア ゆめクラブへの支援 高齢福祉課

ゆめクラブ湘南平塚と連携し、高齢者が健康で生きがいに

満ちた生活を送る機会の一つとして活動を支援します。友

愛訪問等の奉仕活動を充実させることにより地域での社会

貢献を推進し、地域のクラブの魅力を高め、加入を促進し

ます。

奉仕活動を充実させることにより、ゆめクラブの活動内容

が広く市民に理解されるようＰＲに努めるとともに、魅力

あるクラブとなるよう支援を行います。

奉仕活動延べ参加者数　２８,５００

人

定例会等の場において女性役員の意見を聞きながらゆ

めクラブ湘南平塚と共に福祉大会やスポーツ大会など

を開催することによりクラブ活動の活性化を図り、4８

の友愛チーム等により延べ12,821人（人数はR4年度実

績）が奉仕活動に参加しました。

1
会員の高齢化が進み、クラブリーダーの担い手が不在である

ことを理由に解散するクラブが毎年度生じています。

引き続きゆめクラブ湘南平塚と会員の確保に向けた課題を話

し合う場を設け、対応策の検討を進めます。

イ
高齢者の生きがいと健康づくり

事業
高齢福祉課

ゆめクラブ湘南平塚に料理、手芸、音楽、リズム体操等の

生きがい教室の開催及びクラブリーダーの育成事業を委託

し、高齢者自らが生きがいづくりと健康づくりに取り組む

ことができるよう支援します。

毎年、開催する教室の内容を見直し、クラブ会員にとって

楽しく生きがいになるような活動を行えるよう支援しま

す。

延べ回数　３１回

延べ参加者数　１，５５０人

ゆめクラブ湘南平塚の会員を対象とした生きがい教室

を開催しました。ニーズを踏まえて開催回数の見直し

を行い、音楽教室9回延べ129人、フラワーアレジメン

ト2回延べ24人、手芸教室6回延べ82人、リズム体操健

康教室10回延べ400人。

2

クラブ役員の負担軽減や財源の確保を図りながら、継続して

教養を高める活動を行えるように事業の適切な見直しが必要

です。

会員のニーズを踏まえながらより多くの会員が学べる機会を

設けられるよう、必要に応じて講座のテーマや会場等の見直

しを行います。

ア
ハローワーク及び生きがい事業

団等との就労ネットワーク

高齢福祉課・産業振

興課

ハローワーク及び生きがい事業団等と連携を図りながら、

高齢者の多様な就労活動の機会創出に向け、シニア向けの

就労支援セミナー及び個別相談会を開催します。

就労活動に役立つ講演やシニア世代の就労に積極的な企業

及び介護施設の紹介等を行うほか、参加企業による個別相

談会を設け、アクティブシニアをはじめ、就労を希望する

高齢者がそれぞれにあった働き方で活躍できるよう就労支

援を行います。

セミナー開催数　３回

延べ参加者数　９０人

シニア向け就労支援セミナーを個別面接会（ハロー

ワーク主催）と合同で年２回開催。第１回（１２月）

は３１人、第２回（３月）は３３人、延べ６４人の参

加がありました。

2
高齢者が就労する機会を増やすために、多様な職種の企業

に、より一層参加してもらう必要があります。

ハローワーク及び平塚市生きがい事業団とこれまで以上に連

携し、それぞれのネットワークを活用し、いろいろな職種の

企業にセミナーへの参加を促します。また、企業が参加しや

すいよう開催時期について検討します。

イ
高齢者雇用及び就労支援情報の

発信

産業振興課・高齢福

祉課

高齢者雇用及び就労支援に関する法令や制度、また、国・

県の関連施策等について、ハローワークや生きがい事業団

等関係機関と連携を図りながら、「勤労ひらつか」や本市

ホームページ等により情報発信します。

「勤労ひらつか」や本市ホームページ等により高齢者雇用

及び就労支援情報の発信を行います。

「勤労ひらつか」による周知　年１

回以上

市ウェブ上の定期更新ページ「ひらつか労働ニュー

ス」等により、事業所及び勤労者へ高齢者雇用及び就

労支援情報を発信しました。

また、40歳以上の求職中の方、定年後も働き続けたい

シニア世代の方などを対象に「中高年のための再就職

支援セミナー」を神奈川県と共催で実施しました。

5
高齢者雇用及び就労支援情報について、事業主・求職者の双

方に対して広く周知することが必要です。

「ひらつか労働ニュース」等を活用し、事業主・求職者の双

方に対して、引き続き高齢者雇用及び就労支援情報の発信に

努めます。

ウ 生きがい事業団への支援 高齢福祉課

平塚市生きがい事業団は、高齢者が豊かな知識や技術を社

会に役立て、就業することにより積極的な社会参加、地域

貢献をしていくことを目的として設置運営されています。

請負・委任事業や労働者派遣事業、有料職業紹介事業など

の既存事業を拡充する他、新規事業を展開するなど多様な

就業機会を確保できるよう平塚市生きがい事業団の事業運

営において支援します。

平塚市生きがい事業団では、説明会やセミナーの場を活用

したアンケート調査を行うことでニーズを把握し、介護人

材の派遣など社会のニーズに合わせた職種の受注拡大に向

けて引き続き検討を行います。また、市は平塚市生きがい

事業団に対して必要な助言や支援を継続して行うことで、

会員数の増員及び多様化する高齢者の就業機会の確保に向

けた取組を支援します。

就業延べ　１４０,０００人

令和５年度の就業者数は、134,726人となりました。生

きがい事業団では、R5.7月より毎月最終火曜日に「い

きがいマルシェ」を開催し、 会員に手作り品や野菜等

を販売する機会を提供しました。市では、新規会員の

獲得に向けた相談会や会員の資質向上のための取り組

みなどにおいて必要な支援を行いました。

3

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正による雇

用年齢の５歳引き上げ等の社会情勢の変化により、新規会員

確保は苦戦し、会員は高齢化しています。

多様化する高齢者がそれぞれに合った働き方で活躍できる環

境の整備が必要です。

出張所やセミナーの拡充を図りながら、「平塚市生きがい事

業団経営改革に係る構想」で示された「３つの取組」（社会

ニーズの把握、既存事業及び新規事業の展開、ニーズ分析に

基づくＰＲの強化）を根底に置き、平塚市生きがい事業団が

積極的に新規事業を開拓していくよう助言を行い、支援して

いきます。

ア
高齢者よろず相談センターの認

知度の向上
地域包括ケア推進課

高齢化に伴う相談件数の増加及び相談内容の多様化に対応

するため、高齢者よろず相談センターの認知度の向上を図

ります。

高齢者よろず相談センターの認知度の向上を図るため、高

齢者への周知を推進するとともに、民生委員等、高齢者の

困りごとがあった際の相談相手になり得る者へ周知するこ

とも推進し、高齢者が支援を必要とする際に、自身の地区

の高齢者よろず相談センターに滞りなく相談ができるよう

な体制を目指します。

相談件数　２１,８２０件 相談件数　30,745件 4

民生委員児童委員の総会や勉強会に参加し、高齢者の困りご

との相談相手になり得る団体などと関係強化に努めている高

齢者よろず相談センターがある一方、内部の体制作りを主に

行っている高齢者よろず相談センターがあり、対応に差があ

ります。

基幹型包括支援センターを中心に、相談に関する後方支援を

行い、高齢者よろず相談センターの機能強化を図ると共に、

相談対応を平準化するための職員研修の充実を図ります。

イ
ケアマネジャーとの連携強化の

支援
地域包括ケア推進課

介護保険サービスと生活支援サービスの切れ目ない利用支

援を行うため、高齢者よろず相談センターとケアマネ

ジャーとの連携強化を支援します。

高齢者の生活環境や健康状態等に応じて必要なサービス利

用の支援や情報提供を行うため、要介護者にとって身近な

相談者であるケアマネジャーの資質向上や連携を図る研修

等を開催する高齢者よろず相談センターに対して支援しま

す。

-
高齢者よろず相談センターが行う地域内のケアマネ

ジャー支援の実施状況をヒアリングで確認しました。
3

昨年度に引き続き、主任ケアマネジャー等への研修は行って

いるが、高齢者よろず相談センターが行う同行訪問や相談支

援の数には地区ごとに差があります。

基幹型包括支援センターを中心に研修等を行い、高齢者よろ

ず相談センターの平準化を図ります。

ウ
高齢者よろず相談センター向け

研修
地域包括ケア推進課

各高齢者よろず相談センターが、地域の特性を活かしなが

らも、相談者に対する支援を均一化できるように、相談及

び支援をする上で必要な知識を学ぶ研修会を開催します。

高齢者よろず相談センターの管理者と連携し、高齢者よろ

ず相談センター職員向けの研修を開催します。
研修会開催回数　２回

研修の企画調整を委託している平塚市在宅医療・介護

連携支援センターと連携を図りながら、職種別、職階

別の研修を８回実施しました。

5

対面による研修だと、高齢者よろず相談センターの事務所が

手薄になってしまうため、オンライン開催を希望する声があ

る一方で、対面でのグループワークは情報共有や顔の見える

関係がつくれるため、有意義との声もあります。

研修テーマや開催方法について、高齢者よろず相談センター

職員の意見を取り入れながら、引き続き研修を実施し、高齢

者よろず相談センターの機能強化を図っていきます。

エ 講座及びサロンの開催支援 地域包括ケア推進課

各高齢者よろず相談センターの独自の取組である介護予防

や健康講座、高齢者のふれあいの場づくりや、認知症の方

やその家族、地域住民、専門職など誰もが参加でき、閉じ

こもりを予防するサロンの開催を支援します。

高齢者よろず相談センターで新規に開催する教室や講座、

サロンの立ち上げ・開催に向けて必要に応じた支援を行い

ます。

講座・サロン開催支援回数　５２回

音楽療法士の方を講師に迎えて介護予防のサロンを開

催したり、医師や薬剤師、介護事業所の方々との交流

会サロンを開いたりと、外部からの参加者を交えて、

どの高齢者よろず相談センターも活発にサロンを行う

ことができました。

包括直営サロンの数：２６か所

3

既存のサロンは活動が活発になってきたが、新規の立ち上げ

が少ないです。参加者が固定化されないように気を配る必要

があります。

各高齢者よろず相談センターに、新規サロンの開拓や閉じこ

もりぎみの高齢者の参加率を上げるよう啓発していきます。

オ
地域包括支援センターの運営支

援
地域包括ケア推進課

地域包括支援センター運営協議会により、高齢者よろず相

談センターの適切な運営、公正、中立性の確保や評価に努

めます。

適切な会議運営を行い、包括支援センターの運営を支援し

ます。
開催回数　３回

令和５年度は、地域包括支援センター運営協議会を３

回（７月、１１月、３月）開催しました。協議会で

は、地域包括支援センターの事業計画や活動報告等へ

御意見をいただき、高齢者よろず相談センターの適切

な運営等につなげました。また、平塚市高齢者福祉計

画（介護保険事業計画［第９期］）の策定や基幹型地

域包括支援センターの設置に向けて御意見をいただく

など、運営の支援につなげました。

3
更なる地域包括ケアシステムの推進に向けては、高齢者よろ

ずセンターの運営支援を拡充していく必要があります。

高齢者よろずセンターの適切な運営に当たっては、引き続

き、協議会からの御意見を踏まえ、支援の拡充に向けた取組

を推進していきます。

基本目標２

住み慣れた地

域で安心のあ

る生活

１

地域ネット

ワークの充実

（１）

高齢者よろず

相談センター

の機能強化

基本目標１　

健康で生きが

いに満ちた暮

らし

１

健康長寿への

チャレンジ

（２）

地域で取り組

む健康チャレ

ンジ

２

生涯現役社会

における生き

がいづくりの

推進

（１）

地域における

高齢者の生き

がい・健康づ

くり

（２）

多様な働き方

への支援
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カ 事業者指導の実施 地域包括ケア推進課

介護予防支援事業者である市内の高齢者よろず相談セン

ターに対し、集団指導講習会、実地指導等を通じて、法令

遵守の周知徹底、サービスの質の向上及び給付の適正化を

図ります。

地域包括支援センター運営協議会の意見等を参考に、施設

長会議や管理者連絡会等を通じて、実地指導を含めた適切

な指導を行います。

実地指導箇所　２か所

集団指導講習会１回開催し、高齢者よろず相談セン

ターひらつかにし及びみなとへ実地指導を実施しまし

た。

3

書類のまとめ方などにも高齢者よろず相談センターよろず相

談センターによってバラつきがあり、指摘事項の数にも差が

ありました。

基幹型包括支援センターを中心に、各高齢者よろず相談セン

ターの平準化を図ります。

キ
基幹型（機能強化型）センター

の設置検討
地域包括ケア推進課

市内包括支援センターの全体調整や研修等の取りまとめ、

権利擁護業務等を強化し、他のセンターの後方支援を行う

ことのできる基幹型センターの設置を検討します。

他市町村の動向や庁内再編等の支援体制を整理し、包括支

援センターの機能強化を目的とした基幹型センターの設置

に向けた検討、準備を行います。

-

神奈川県主催の地域包括ケアシステム推進のための伴

奏支援事業（フォーローアップ）等により基幹型セン

ターの設置について具体的な課題を検討し、直営で基

幹型センターを設置することに決めました。

5 令和６年１０月設置に向けた準備が必要です。
社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師の３職種で設置に

向け準備をします。

ア 地域のネットワークの構築

福祉総務課・高齢福

祉課・地域包括ケア

推進課

それぞれの地域で特性に合った課題について自主的な取組

で解決できる仕組みを、多様な主体が連携を図りながら構

築していきます。

地域の住民が自らの意思で支え合い、助け合う仕組みづく

りに取り組みます。
第２層地域協議体の開催数　６７回 協議体開催６３回 2

よろず相談センターによって開催回数に差があり、コロナ前

の目標にはまだ届いていません。

各よろず相談センターに基幹型包括支援センターの職員が訪

問し、開催実態をヒアリングしたのち開催について助言を

行っていきます。

イ 地域ケア会議の開催 地域包括ケア推進課

高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤

の整備とを同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実

現に向けた１つの手法である地域ケア会議を開催します。

高齢者個人の課題解決及び、顕在化された地域特有の課題

解決を図るための会議を高齢者よろず相談センターが開催

します。市は、研修等の実施により、適宜高齢者よろず相

談センターを支援することで、会議の開催を促進します。

また、市全体の課題等を議論する会議を地域包括支援セン

ター運営協議会内で市が開催します。

小地域ケア会議開催数　５０回 小地域ケア会議開催４６回 2

各高齢者よろず相談センターの会議の開催数にバラつきがあ

り、会議を開催するにあたって、手順や方法の確認、支援を

し、高齢者よろず相談センター間の開催数の差を少なくする

必要があります。

基幹型包括支援センターの職員が各高齢者よろず相談セン

ターを訪問し、開催支援を行います。

ウ 町内福祉村事業 福祉総務課

地域住民と行政の協働により町内福祉村を各地域に設置

し、地域福祉の理念である地域住民が互いに支え合う仕組

みづくりを推進します。

現在18地区に設置されている町内福祉村を市内全域の25

地区に順次設置することを目標に、各種団体と連携し、町

内福祉村の設置及び既存福祉村の運営を支援します。

ボランティア登録者数　５０人増

既設18地区の町内福祉村の活動活性化の支援を通じ

て、住民主体のふれあい交流活動が行われ、ふれあい

交流活動の開催回数及び参加者数が令和４年度を上回

り、地域福祉が推進されました。

・開催回数 7,999回

（令和4年度と比較し、約152回増）

・参加者数 79,907人

（令和4年度と比較し、約4,651人増）

3

各町内福祉村において、ボランティアの高齢化が直近の課題

となっており、参加ボランティアの拡大（維持）について、

周知方法等を踏まえ検討する必要があります。また、町内福

祉村未設置地区に対して、設置を促進する必要があります。

町内福祉村が未設置の地区に対して、説明会を開催するな

ど、町内福祉村の意義を伝えていきます。また、会長会議や

部会、種々のツールを用いて登録ボランティアの拡充を目指

します。

ア 在宅医療・介護の連携支援 地域包括ケア推進課

在宅医療介護連携推進協議会を開催し、医療・介護関係機

関同士の情報共有を図るとともに、医療と介護の連携に係

る課題の抽出及び課題解決に向けた取組を検討します。協

議会での検討結果を生かし、在宅医療・介護連携推進事業

を実施していきます。

医療・介護・福祉関係機関への調査等により把握された課

題について、解決に向けて必要な取組を検討し、市や在宅

医療・介護連携支援センターの事業内容に反映していきま

す。

開催回数　３回

在宅医療介護連携推進協議会を３回開催し、医療・介

護関係機関同士の情報共有を図るとともに、在宅介護

生活サポート事業や認知症施策の今後の方向性につい

て意見交換を行い、了承を得ました。また、あんしん

ファイルを普及させるため、各事業所へ普及も兼ねた

アンケート調査を行い、医療・介護関係者の勉強会で

周知を行いました。

4

医療・介護を必要とする高齢者の増加に伴い、高齢者施設か

らの救急搬送が年々増加しています。施設から救急隊への引

継ぎがスムーズにされず、搬送への遅れや、救急車の待機時

間が長くなることで、他の緊急出動への対応に支障がでてき

てしまいます。

高齢者施設から救急隊への引継ぎがスムーズに行われるよ

う、「救急連絡シート」の普及啓発や、緊急時の対応方法に

ついての研修等を行います。

イ 地域における医療と介護の連携 地域包括ケア推進課

医療と介護の連携を深めることにより在宅ケアを推進しま

す。また、要介護（要支援）者の主治医とケアマネジャー

の一層の連携を図る仕組みづくりを進めます。

「ひらつか地域介護システム会議」の居宅介護支援連絡会

を中心に医療と介護の連携を図る仕組みづくりを進めると

ともに、居宅介護支援事業所への集団指導講習会におい

て、入院時情報提供書・退院時情報収集書の周知により、

一層の普及に努めることで在宅ケアを推進します。

-

平塚市在宅医療・介護連携支援センターが居宅介護支

援連絡会や平塚中郡薬剤師会、市内急性期病院と合同

で研修を開催し、医療職と介護職が相互に理解、連携

できる研修等を実施しました。

3
医療職と介護職が相互に理解、連携できる研修に参加できる

職員に限りがあります。

オンライン開催やアーカイブ配信により、時間や場所を選ば

ない開催方法を検討します。

ウ
医療機関とのネットワークづく

りの推進
地域包括ケア推進課

医療、介護、生活支援サービスを切れ目なく提供し、入院

から退院、在宅への生活の移行が円滑にできるようにする

ため、市や高齢者よろず相談センター、ケアマネジャー等

と、医療機関とのネットワークづくりの支援や、情報共有

を目的としたツールの活用及び見直しを行います。

ひらつか安心ファイルやひらつかあんしんカード、入院時

退院時情報提供書を活用して、高齢者の入退院時に病院、

在宅医、ケアマネジャー等の関係機関や親族等が情報を交

換・共有できる体制を築きます。また、ＩＣＴツールの導

入について研究し、効果的な情報共有の在り方を関係機関

と検討します。

-

令和５年度はひらつか安心ファイルを居宅介護支援事

業所などを通して３９４冊を配布し、活用しました。

また、高齢者施設等の救急医療に関する検討会を２回

開催し、情報連携ツールの「救急連絡シート」につい

ての協議や課題を共有しました。

4

高齢者施設と救急をつなぐ「救急連絡シート」やそれに類す

るものがない施設や、適切に活用されていない施設がありま

す。

「救急連絡シート」の普及啓発や、適切な利用を促すための

研修会等を実施を検討します。

エ
在宅医療・介護連携支援セン

ターの充実
地域包括ケア推進課

医療・介護関係者からの相談に適切な対応ができるよう、

人材確保を行うとともに、医師会、歯科医師会、薬剤師会

など関係機関の協力を得て、運営を行います。

職員のスキルを高めるために、関係団体の会議や研修に参

加し、知識の習得及び相談体制の充実を図ります。
研修開催回数　２回

平塚市在宅医療・介護連携支援センター職員のスキル

を高めるために、必要な情報の共有や研修会への参加

を促しました。合計で１９回の研修等に参加し、知識

の習得及び相談体制の充実を図りました。

5
平塚保健福祉事務所や近隣の市町村、医療機関とのつながり

を更に深めていく必要があります。

今後も、必要な情報の共有や研修会への参加を促し、職員の

質の確保に取り組みます。

オ
地域の医療・介護資源の把握及

び情報提供
地域包括ケア推進課

医療や介護に係る地域資源の把握及び情報整理を行い、市

民や医療・介護等の関係者が必要に応じて活用できるよう

情報提供を行います。

日常生活圏域ごとに地域資源の情報を整理します。ホーム

ページでは地図情報等と合わせて情報提供します。
-

介護タクシー・福祉有償運送情報や医療対応が可能な

介護サービス一覧（以下、「医療対応一覧」といいま

す。）を平塚市在宅医療・介護連携支援センターの

ホームページに公開しました。介護タクシー・福祉有

償運送情報の調査では、掲載に協力してもらえるよう

依頼文だけでなく、電話による趣旨説明を行いまし

た。

医療対応一覧では、新たに住宅型有料老人ホーム及び

サービス付き高齢者向け住宅を掲載し、充実を図りま

した。また、「ひらつかわくわくマップ」により、医

療機関や介護事業所などを地図情報と合わせて情報提

供を行いました。

4
医療対応一覧について、探したい情報がなかなか見つからな

いという声があがっています。

医療対応一覧について、利用する方の声を聞きながら、レイ

アウト等の変更を検討します。

カ
医療・介護従事者向け研修の開

催及び開催支援
地域包括ケア推進課

医療・介護従事者向けに相互理解やスキルアップを図るた

めの研修会等を関係機関と開催します。

医療・介護に携わる専門職が相互の専門性や関連制度を理

解し、顔の見える関係づくりができるよう情報交換会や多

職種連携研修を開催します。また、地域の医療提供体制や

在宅医療の現状について理解を深め、在宅での看取りに必

要な知識が得られる機会を増やします。

研修開催回数　１０回

多職種を対象とした在宅看取りの研修会や、病院職員

向けに介護施設の役割を知ってもらう機会を設けるな

ど、医療・介護に携わる専門職の研修会等を１０回開

催しました。

3
業務の都合で、日中の研修参加が難しい職種があり、参加す

る職員が限られている現状です。

オンライン開催やアーカイブ配信により、時間や場所を選ば

ない開催方法を検討します。

キ 市民への普及啓発の実施 地域包括ケア推進課

高齢者とその家族に対し、在宅医療や介護・生活支援サー

ビスの普及啓発を行い、「老い」やその先にある「終末

期」をどのように迎えるか考える機会を設けます。また、

医療や介護サービスの導入が必要になった場合の選択や対

応方法の認知度を高めます。

市民向け講演会や交流会を開催するとともに、高齢者よろ

ず相談センター、地域の関係団体等と連携し、リーフレッ

ト等を活用して通いの場（サロン）等での普及啓発の機会

を増やします。

講演会等の開催回数　４回

ACPをテーマにした講演会を５回実施しました。新型

コロナウイルス感染症が５類になり、オンライン対応

が難しい高齢の方も多いため、全て対面で実施しまし

た。申込み方法については、電話やFAXに加え、Webに

するなど、裾野を広げました。

4

参加者の割合は、高齢者が多く占めていますが、ご家族にも

参加していただくことで、より効果的に普及啓発ができると

考えるため、ご家族の参加人数を増やすことが課題です。

講演会の開催日を土日や複数回に分けるなど、より多くの方

に参加してもらえるよう検討します。

ク 在宅介護生活サポート事業 地域包括ケア推進課

在宅生活の延伸や在宅における看取りを支えるため、市民

への情報提供を行うとともに、地域の在宅医療及び介護関

係者の連携を推進するためのサポート事業を検討し、展開

します。

住み慣れた地域、住まいで人生の最期を迎えるためには、

医療職・介護職が連携してサポートすることが重要です。

看取り期に焦点をあてた在宅生活における留意点や必要な

支援、対応の仕方などを分かりやすく紹介するサポートガ

イド等のツールについて研究・作成します。

-

ワーキングチームによる会議を５回開催し、「ひらつ

か在宅介護生活サポートガイド」及び「ひらつか在宅

介護生活サポートガイドの使い方」を作成しました。

また、ワーキングチームの中で、ひらつか在宅介護生

活サポートガイドの普及や研修の方向性について議論

しました。

4
ひらつか在宅介護生活サポートガイドの適切な使い方の周知

が今後の課題です。

医療職・介護職向けにひらつか在宅介護生活サポートガイド

を周知するとともに、適切な使い方の研修等を実施します。

基本目標２

住み慣れた地

域で安心のあ

る生活

１

地域ネット

ワークの充実

（１）

高齢者よろず

相談センター

の機能強化

（２）

地域資源との

連携強化

２

医療・介護連

携の推進

（１）

医療・介護連

携推進のため

の支援
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高齢者福祉計画（介護保険事業計画第8期）進捗管理

ア
市民への普及啓発・本人発信の

支援
高齢福祉課

市民に対して認知症状やその予防策、発症した際の対応方

法、認知症の方やその家族への対応方法などの理解を推進

します。また、地域をはじめとしたさまざまな機会におい

て、認知症に関する普及啓発と本人からの情報発信を推進

します。

市民向け講演会や認知症カフェ交流会を開催し、本人から

の情報発信を推進するとともに、高齢者よろず相談セン

ターや地域の関係団体等と連携し、リーフレットやケアパ

ス等を活用して地域における通いの場（サロン）等での普

及啓発と本人の活躍及び情報発信の機会を増やします。

講演会開催回数　１回

交流会開催回数　１回

講演会（市民公開講座）開催回数　１回

脳とからだの体操リーダー交流会　1回

TOKAIグローカルフェスタ　出展

ベルマーレホームゲームイベント　出展

4

知名度の高い講師に講演会を依頼したことにより定員を超え

る申し込みがありました。また幅広い世代を対象としたイベ

ントに出展することにより、若い世代への普及・啓発を実施

することができました。さらなる普及・啓発を図るため、内

容や周知方法を工夫することが課題です。

認知症地域支援推進員やチームオレンジ等のボランティア、

認知症本人等と意見交換しながら内容や周知方法を検討しま

す。

イ
認知症サポーター及びチームオ

レンジメンバーの養成
高齢福祉課

認知症サポーター養成講座及び上級研修であるチームオレ

ンジ研修を開催し、認知症の方とその家族の応援者である

認知症サポーター及び認知症支援のボランティアとして活

動していただくチームオレンジメンバー（上級研修修了

者）の養成を行うことで、認知症への理解の普及を図ると

ともに、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮ら

せるまちづくりを目指します。

認知症サポーター養成講座を地域住民や教師、児童や生徒

などを対象に公民館や学校等で開催します。また、企業や

電気、ガス、水道事業者や高齢者が利用する商店などに向

けて認知症サポーター養成講座の開催を推進します。併せ

て認知症サポーターを対象にチームオレンジ研修を開催し

ます。

サポーター養成講座開催回数　４２

回

サポーター養成者数　1,２６０人

チームオレンジ研修開催数　１３回

チームオレンジメンバー養成者数　

１３０人

サポーター養成講座開催回数　６７回

サポーター養成者数　1,455人

チームオレンジ研修開催数　１４回

チームオレンジメンバー養成者数　９５人

3
サポーター養成講座、チームオレンジ研修ともに、働く世代

の受講者が少ないことが課題となっています。
受講しやすい時間帯や内容等の工夫します。

ア
脳とからだの体操リーダーの養

成
高齢福祉課

認知症予防策を普及啓発するための講師を養成する教室を

開催します。

認知症を予防するための脳と身体を使った講座を地域にお

いて普及するためのリーダーを養成する教室を、健康チャ

レンジリーダー養成講座や認知症サポーター養成講座修了

者を対象に開催します（３日間で１講座）。また、リー

ダー同士で活動等の情報共有ができるよう交流会を開催し

ます。

開催講座数　２講座

修了者数　３０人

開催講座数　２講座

修了者数　２０人
2

活動内容が難しいという印象を与えてしまうなど、講座の受

講希望者が減少していることが課題です。

興味をもっていただけるような名称や内容、周知方法を検討

します。

イ 脳いきいき講座事業 高齢福祉課

認知機能検査の結果、認知機能の低下のおそれがある高齢

者に対し、認知症予防を目的に身体を動かしながら脳を刺

激するプログラムを実施します。

認知課題（頭を使った課題）と運動課題（身体を使った課

題）を両方同時に行うプログラムに取り組むことによって

加齢とともに低下しやすい記憶、認知機能等を向上させる

効果が望める事業を開催していきます。

延べ開催数　２回

延べ参加者　４０人

開催数　２クール（１クール１２回）

参加者　３２人
3

ＭＣＩの相当の方を発掘し、初期の段階で支援につなげるこ

とが課題です。

継続して認知症地域支援推進員が認知機能検査を実施し、

MCI相当の方の発掘を行うだけでなく、後期高齢者健診の結

果から対象者を抽出するなどの工夫が必要です。

ア 若年性認知症を含めた相談支援 高齢福祉課

認知症を予防するために、また、認知症になっても安心し

て暮らせるように、認知症地域支援推進員が常駐する高齢

者よろず相談センターが若年性認知症を含めた認知症相談

窓口として対応します。

高齢者よろず相談センターが認知症の相談窓口として対応

するとともに、認知症地域支援推進員が地域の実情に応じ

て認知症支援向上を推進します。

認知症に関する相談件数　３,３００

件
認知症に関する相談件数　5,298件 4

認知症の恐れがある方や認知機能が低下してしまっている方

を、早期に把握、早期からの支援をしていくことが課題で

す。

認知症地域支援推進員の周知を広報や開催している各教室、

地域行事等で継続して実施していく必要があります。また地

域で認知機能検査を通年で実施し、対象者が年に1回継続的に

実施することで認知機能低下が低下した方の早期把握及び支

援につなげていきます。

イ 認知症初期集中支援事業 高齢福祉課

医師や看護師等を含めた認知症初期集中支援チームを設置

し、認知症地域支援推進員と連携して認知症の方や家族に

関わりを持ち、アセスメントや家族支援等により認知症状

に対して早期発見、早期対応を図ります。

認知症専門医の指揮の下、複数の医療と介護の専門職で構

成するチーム員と認知症地域支援推進員とが連携して認知

症の方、又は認知症が疑われる方やその家族を訪問し、観

察評価を行った上で、早期に認知症の鑑別診断や家族支援

などの初期の支援を包括的・集中的に行います。また、地

域の医療機関等とも連携し、認知症の適切な治療につなげ

自立生活をサポートする体制を確立します。

-
チーム員、地域包括支援センター及び市と協力し、認

知症の方及び家族の発掘・支援に取り組みました。
3

早期発見・早期支援、また対象者だけでなく、家族支援が課

題となっています。

早期支援ができるように、認知初期支援チーム、認知症地域

支援推進員及び市との協力体制を強化して事業内容を充実さ

せていきます。

ウ 認知機能検査の実施 高齢福祉課
認知機能検査プログラムを実施し、早期に認知機能低下に

気付き、予防に繋げます。

高齢者よろず相談センターにて、相談者（プログラム実施

希望者）に認知機能検査を実施し、相談者本人が早期に認

知機能の低下に気付き、予防活動や適切な医療機関への受

診に繋げます。

延べ参加人数　９１０人

認知機能検査プログラムを実施し、早期に認知機能低

下に気付き、予防に繋げます。

参加人数973人

4
早期発見・早期支援ができるように、継続的に実施すること

が必要です。

年に1回は実施し、毎年継続的に認知機能を確認し、早期発見

につなげます。

イ チームオレンジの体制整備 高齢福祉課

認知症高齢者等を地域で支えるための仕組みとして、チー

ムオレンジの体制づくりを推進します。

メンバーの誰もが楽しみながら役割を果たし、引きこもり

がちな生活になることを未然に防ぐ取り組みとなるように

工夫します。

認知症サポーター上級研修修了者（チームオレンジメン

バー）の各圏域チームによる、認知症の人や家族に対する

（外出支援、見守り・声かけ、話し相手、認知症の人の居

宅へ出向く等の）生活面の支援を行います。認知症の人も

メンバーとしてチームに参加してもらえるよう体制づくり

をすすめていきます。

支援の活動圏域数　１３か所 支援の活動圏域数　１３か所 3 活動の中に、認知症本人の声を取り入れることが課題です。
認知症本人の声を取り入れ、ともに活動できるように、体制

づくりを進めます。

ウ
企業との協定に基づく地域見守

り活動の促進
高齢福祉課

見守り活動の一つとして、高齢者や障がいのある方、子ど

もたち等を地域でさりげなく見守り、何らかの異変の「気

づき」を市へ通報し、地域を見守る協定を市内事業者と締

結し、市民が住み慣れた地域で安全に、安心していきいき

と暮らし続けることのできる街づくりを推進します。

地域での「気づき」による見守り活動を継続するととも

に、より多くの事業者が地域見守り活動に参加しやすくな

るような仕組みづくりを検討します。

協定締結数　１５か所

令和４年度までに１６件１７事業者の協定締結をし、

令和５年度は新たに１事業者と協定を締結しました。

また、協定締結事業者から８件の通報があり、安否確

認を行いました。

3

締結先から通報件数実績が上がらないことから、協定締結事

業者への定期的な協定内容の周知等について検討する必要が

あります。

他市の取組状況を研究することに加え、協定締結事業者と情

報共有を行い、現状把握に努めます。

エ
認知症等行方不明ＳＯＳネット

ワークシステム
高齢福祉課

認知症等により一人歩きのおそれがある高齢者について事

前に必要事項を登録し、行方がわからなくなってしまった

場合に、市が警察署や高齢者よろず相談センター、タク

シー会社、郵便局等の協力機関に情報提供を呼びかけ、い

ち早く保護することに努めます。

登録者の増加に努めるとともに、登録情報や捜索情報の提

供先及び利用の仕方を検討し、見守りの充実に繋げます。
登録者数　３００人

認知症等によりひとり歩き（徘徊行動）をする又は、

その可能性がある高齢者について、申請によって認知

症等行方不明ＳＯＳネットワークシステムへの登録を

行い、行方不明時に捜索依頼を行いました。令和５年

度末の登録者数210人。併せてGPS貸出サービスもSOS

申請のあった都度PRしました。

2
行方不明の方をより早い発見へとつなげるためには、ＧＰＳ

を利用した捜索が必要です。

見守りが必要な方の状況を踏まえながら、SOSネットワーク

のみの申請者にも、GPSの貸し出しサービス利用が好ましい

と判断される場合に提案することを行っていきます。

オ
認知症等行方不明ＳＯＳ見守り

ＧＰＳ貸与事業
高齢福祉課

認知症等行方不明ＳＯＳネットワークシステムに登録して

いる高齢者のうち、希望者にＧＰＳ機能付き機器を貸与

し、事業者に行方不明時の位置探索を依頼することで早期

発見を促します。

より使いやすいＩＣＴ機器の導入を検討するとともに、事

業のＰＲに努め、利用者の増加を目指します。
利用者数　５０人

新機種（日常生活賠償補償付帯機器）の導入に伴い、

新規契約を停止しています。

令和５年度末時点での契約者数（利用者）１人

3

新機種は旧機種と比較して、小型軽量機器となり、携帯時の

負担の軽減につなげました。又、令和６年度末で委託事業者

から旧機種の事業撤退との通知がありました。

新機種利用者増に向けて、ＰＲ強化を図ります。旧機種の既

利用者に対し新機種への変更誘導及び、新規のＳＯＳネット

ワークシステムのみ申込者に新機種利用をPRします。

カ 認知症個人賠償責任補償制度 高齢福祉課

認知症等行方不明ＳＯＳ見守りＧＰＳを利用している高齢

者を被保険者として、本人が外出時などに他人の財物を壊

したり、他人にケガをさせたりしたことで法律上の賠償責

任を負った場合に保険金が支払われる制度を導入します。

認知症等行方不明ＳＯＳ見守りＧＰＳを利用している方に

認知症個人賠償責任補償制度が付帯される仕組みの導入を

目指します。

契約者数　４０人

令和３年度から認知症個人賠償責任補償制度が付帯さ

れる仕組み（保険付ＧＰＳ機器）の導入を行い、令和

５年度中には１０件の新規契約があり、計２６件の契

約となりました。

2

賠償補償付き機器を使用することによって、利用者家族や関

係者の心理的負担の軽減につながり、有事には経済的負担を

支援することができます。

新規のＳＯＳネットワークシステムのみ申込者にも新機種利

用をPRします。

キ 認知症カフェの設置と支援 高齢福祉課

認知症の方やその家族が地域の方や専門家と相互に情報交

換し、お互いを理解しあう場として、安心して集える居場

所を提供します。

圏域に地域の実情に合わせて認知症カフェの設置を目指し

ます。また、広報活動を行うことや認知症カフェ運営団体

同士で活動等の情報共有ができるよう交流会を開催しま

す。

新設カフェ　１か所

交流会開催数　１回

新設カフェ　６か所

交流会開催数　１回
4

認知症本人が参加しやすいような内容や周知方法の検討が必

要です。

認知症本人の声を取り入れた内容を実施できるように、交流

会等を通して支援します。

ア
お話し見守り歩数計（ひらつか

ミルック）事業
高齢福祉課

おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみ世帯及び日中

独居高齢者世帯に属する方に多機能の機器を貸与し、事業

者や家族による毎日の見守りと、歩数計機能を利用した健

康増進に取り組みます。

利用者の歩数データを管理し、健康増進につなげます。ま

た、機器を通じた毎日の見守りにより、見守る側の安心も

確保します。

設置数　４１０件

事業対象者に対し多機能の機器を貸与し、事業者や家

族による毎日の見守り及び歩数計機能を利用した健康

増進を図りました。

令和５年度延設置数は２６８件ですが、利用者の安否

確認を遅滞なく行うことが出来ました。

2

原則市内に居住している「見守り協力員」を２～３名登録す

ることが必要だが、市内に親族等がいないなどの理由によ

り、その確保が難しいことが問題として挙げられます。

また、今後も新機種開発による現行機の販売終了の可能性

や、新たなサービス導入検討などが課題となります。

他の業者が扱う機器に移行することも視野に入れつつ、新機

種及び新サービスの研究を続けます。なお、仮に他の業者が

扱う機器に移行する場合は、現行機器利用者が不利益を被る

ことが無いよう、手続に係る委託費用等、必要な予算確保を

行いたいと考えます。

（４）

認知症高齢者

の見守り支援

4

高齢者生活支

援体制の構築

（１）

生活の安心・

安全確保

基本目標２

住み慣れた地

域で安心のあ

る生活

３

認知症支援策

の推進

（１）

認知症理解の

ための普及・

啓発

（２）

認知症予防施

策の充実

（３）

認知症に対す

る早期対応体

制の整備
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高齢者福祉計画（介護保険事業計画第8期）進捗管理

イ 在宅時緊急通報システム事業 高齢福祉課

緊急対応が必要な発作を頻発する可能性があり、日常見守

りを必要とする、ひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世

帯に対し、見守りセンサーの機能を持った緊急通報システ

ム用機器を貸与し、委託先の受信センターが24時間対応

できる緊急通報体制を確立して、日常生活の安全を確保し

ます。

ひとり暮らし高齢者等の見守り体制を強化し、孤独死の防

止を図ります。
設置者数　１６０人

見守りセンサー機能を持った機器を貸与し、緊急対応

が必要な発作を頻発する可能性のあるひとり暮らし高

齢者等の見守り体制を強化し、孤独死の防止を図りま

した。

令和５年度延設置数は７２件ですが、利用者の安否確

認を遅滞なく行うことが出来ました。

2

利用者が年々減少しています。

原則市内に居住している「見守り協力員」を２～３名登録す

ることが必要だが、市内に親族等がいないなどの理由によ

り、その確保が難しいことが問題として挙げられます。

また、今後も、新たなサービス導入検討などが課題となりま

す。

利用者減少の要因を探るとともに、事業を広く周知していき

ます。また、新機種及び新サービスの研究を続けます。

カ 軽作業代行事業 高齢福祉課

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯に対し、日常生活

における軽度な作業等（非日常的な掃除、草むしり・枝払

い）の援助を行うことにより在宅生活の継続を支援しま

す。

サービスを提供しつつ、高齢者のニーズや地域資源の状況

等を考慮し、介護保険適用外のサービスとして軽作業を代

行し、高齢者の快適な在宅生活の継続を支援します。

利用者数　１１０人

延べ利用時間　６６０時間

独居高齢者等を対象に、日常生活における軽度な作業

（非日常的な掃除、草むしり・枝払い）について援助

し、在宅生活の支援を行いました。

令和５年度延利用者数は６１人、延べ利用時間数は２

４４時間となり、まだコロナ禍による利用控えがあっ

たと考えられます。しかしながら、リピーターも多い

事業であるため、当初の目的は達成できていると考え

ます。

2
引き続き、サービス単価の値上げに伴う、利用者及び市の負

担額のあり方について検討をしていく必要があります。

更に他市町村の高齢者向け生活支援サービス等の情報（事業

内容・負担額とその推移等）を収集し、比較・検討を重ねて

いきます。

キ 通院介助事業 高齢福祉課

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯で医療機関への通

院に介助が必要な高齢者に対して、高齢者の通院の機会を

確保し、在宅生活の継続を支援します。

サービスを提供しつつ、高齢者のニーズや地域資源の状況

等を考慮し、介護保険適用外のサービスとして通院介助を

実施し、高齢者の快適な在宅生活の継続を支援します。

利用者人数　１４人

延べ利用時間　１４０時間

医療機関への通院に介助が必要な高齢者に対して、通

院の機会を確保し、在宅生活の維持向上を図りまし

た。

５年度延利用者数は２９人、延べ利用時間数は５８時

間です。

2

本事業は、介護保険（身体介護、生活介護）に含まれない事

例を対象としてきましたが、利用登録者が少ないため、今後

も事業内容の検討と併せて周知活動（広報掲載等）が必要で

す。

他市の事例等の情報を収集し、新総合事業との整合につい

て、事業内容(利用可能回数・時間等も含む)を介護保険課・

地域包括ケア推進課と協議をしながら検討・比較します。更

に今後も新総合事業における厚労省の動向等注視していきま

す。また広報掲載等の周知活動も進めます。

ク
高齢者・障がい者のごみの戸別

収集事業
収集業務課

高齢者や障がい者で、ごみを集積所に運ぶことができない

世帯を対象に、週1回戸別に可燃ごみ、不燃ごみ、資源再

生物の収集を行います。

ごみを戸別に収集するとともに安否確認を実施します。 利用者　１００人
福祉部局と連携を図り、収集開始や緊急連絡の迅速な

対応に努めました。利用者178人
4

収集に伺った際、ごみの搬出がなく、声掛けにも応答がない

ため、即時に安否確認ができないケースがありました。

不在にする場合や利用状況に変更がある場合には速やかに連

絡してもらうよう、地域包括支援センターや福祉部局（高齢

福祉課、障がい福祉課）との情報共有に努めます。

ケ 福祉有償運送事業 福祉総務課

介護を必要とする高齢者や障がい者など公共交通機関を使

用して移動することが困難な方に対して、通院・通所・レ

ジャーなどを含む外出を支援するため、福祉有償運送の充

実を図ります。

利用者向けの積極的な制度周知に努めます。また、事業所

のドライバー確保の一助になるよう、当市が開催する安全

運転講習会の積極的な活用を呼びかけます。

-

利用者向けにホームページや窓口での周知のほか、各

公民館でのチラシの配架やよろず相談センターへの情

報提供を行いました。また、事業者に対しては、事業

運営に関する助言や情報提供、県の研修会の案内など

を行ったほか、運転者の受講が必須である運転者講習

会の受講費用に対して、令和６年度から支援できるよ

う補助要綱の見直しを行いました。

3

利用者向けの制度周知について、工夫する必要があります。

また、施設送迎や定期通院などのニーズが高く、福祉有償運

送はタクシーの概ね半額から８割程度で運送を行っているこ

とから、事業の安定実施に向けて支援が必要です。

利用者向けの制度周知について、利用対象者が分かりやすい

情報提供の方法を検討します。また、事業の安定実施に向け

て引き続き既存の支援を継続するとともに、事業の安定化に

向け、新たな支援を検討します。

コ 住民主体地域内移送推進事業 福祉総務課

地域住民が主体的に実施する、高齢者や障がい者など自力

移動困難者等を対象とした地域内における移送を推進する

ことで、自力移動困難者の外出機会、社会参加機会の拡大

を図り、地域福祉の増進と高齢者の介護予防を図ります。

住民が主体となって地域内での移送支援を検討する際、各

種情報提供や国、県との調整などについて後方支援を行い

ます。

地域内移送支援地区数　延べ３か所

事業実施継続中の２地区に加え、新たに１地区で本格

運行を開始しました。また、実施団体との意見交換会

において、地区の課題等の情報共有を行うと共に、今

後の支援について検討しました。

3

事業に継続性を持たせるため、ボランティア運転手の確保が

必須となります。また、運転時の安全性の確保や実施地区の

拡大のための事業周知なども必要です。

事業実施地区との意見交換会等を通じて、実施中の課題や

ニーズ等の情報共有を行うと共に、地域内移送と既存の事業

との連携なども検討します。また、事業を実施していない地

域における事業周知及び運転ボランティアの確保に向けた事

業PRを更に進めることで、市内の事業拡充を目指します。

サ ノンステップバス推進事業 交通政策課

高齢者や障がい者等のバスを利用した移動の利便性や安全

性の向上を図るため、ノンステップバスの導入を推進しま

す。

バス事業者によるノンステップバスの導入を支援します。 -

事業者がノンステップバスを導入する際に、導入経費

の一部を国と協調して補助を行う制度を設け、ノンス

テップバスの導入促進を図りました。本制度を活用

し、2台のノンステップバスが導入されました。

また、県にバス事業者の車両導入経費に対する支援制

度の創設について要望を行い、近隣市への導入促進の

働きかけを行いました。

3

バリアフリー法の改正に伴い、ノンステップバス導入目標

（令和７年度までに約80％とする）が示された。

また、脱炭素社会の実現に向けた車両導入を促進するため、

ノンステップタイプの電気バス車両の導入支援が求められ

る。

バリアフリーと環境面双方の目標を達成するためには、厳し

い財政状況の中でバス事業者を支援する予算を確保する必要

があります。

バリアフリーの推進と脱炭素社会の実現のため、国や県の電

気バス導入支援に加えて、ノンステップタイプの電気バス車

両の導入補助を行うことにより、運行事業者によるノンス

テップタイプの電気バス導入の促進を図ります。

シ
ユニバーサルデザインタクシー

推進事業
交通政策課

高齢者や障がい者等のタクシーを利用した移動の利便性や

安全性の向上を図るため、ユニバーサルデザインタクシー

の導入を推進します。

タクシー事業者によるユニバーサルデザインタクシーの導

入を支援します。
-

事業者がユニバーサルデザイン（UD）タクシーを導入

する際に、導入経費の一部を国と協調して補助を行う

制度を設け、UDタクシーの導入促進を図りましたが、

国の補助制度の運用変更等により、本制度を活用した

導入は見送られました。

なお、本制度を活用しない形で、事業者の企業努力に

より計4台導入されました。

1

バリアフリー法の改正に伴い、UDタクシー導入目標（令和７

年度までに県内で約25％とする）が示されました。目標を達

成するためには、国の補助に加えた支援が必要であることか

ら、本市制度を見直し、厳しい財政状況の中でタクシー事業

者を支援する予算を確保する必要があります。

令和6年度の支援に向け、国の補助制度の運用に合わせて、本

市補助制度の見直しをすると共に、タクシー事業者に対して

は、本市の補助がない場合においてもUDタクシーの導入も視

野に事業の理解を求めていきます。

ス 高齢者サービス情報提供の充実 高齢福祉課

現在広報ひらつか、ホームページ、ガイドブック等を通じ

て高齢者サービス情報の周知を行っていますが、適宜新し

い手段を用いて、効果的な広報を行っていきます。また、

高齢者よろず相談センターや各種窓口で必要な情報に触れ

られるように、市民にアプローチできる場所に働きかけて

いきます。

現在の広報手段について、必要な情報を必要としている市

民に、より効果的に届けられるよう検討します。また、新

しい手法についても研究していきます。

「ガイドブック」の発行　１回

令和５年度版「高齢者のためのガイドブック」を発行

し、高齢者や介護者向けサービス情報の周知を行いま

した。また、新しい手法については、高齢者向けス

マートスピーカーなど、広報や市のウェブサイトに限

らないPR方法の可能性について研究を進めていきま

す。

3
ホームページについて、情報検索しやすいページの作成を研

究する必要があります。

他市町村のホームページ・ガイドブック等の情報収集と比

較・検討をし、市民からの意見等も取り入れ反映して、分か

りやすく見やすいガイドブック・ホームページとするよう引

き続き対応します。

ア ふとん乾燥・丸洗い事業 高齢福祉課

在宅で生活し、寝具で過ごす時間が長く寝具の衛生を保つ

のが困難な高齢者に対し、年10回の布団の乾燥と年２回

の丸洗いのサービスを行い、健康で衛生的な生活を支援し

ます。

高齢者のニーズの把握に努めつつ、より一層周知に努め、

ねたきりの高齢者等の快適な在宅生活の継続を支援しま

す。

利用者数　３０人

延べ実施枚数　２４０枚

在宅で生活し、寝具で過ごす時間が長く寝具の衛生を

保つのが困難な高齢者に対し、布団乾燥（年１０回）

と丸洗い（年２回）のサービスを行いました。また、

ふとん乾燥は144枚・ふとん丸洗い41枚、計185枚でし

た。また、配送時に入院・入所等で中止となった対象

者を事業者から連絡をもらっています。

3

利用者登録者は年々増加しており、令和５年度末の登録者数

も２０人となっている。高齢者の在宅生活延伸のためには、

事業を継続していく必要があります。

委託可能な事業者が非常に少ない（毎年、複数事業者に入

札・見積依頼をしても事前に断られるか欠席や無回答）た

め、事業継続に向け、受託事業者の意見等も聴取しながら、

事業の方向性を検討していきます。

イ
ねたきり高齢者等訪問理容・美

容サービス
高齢福祉課

在宅のねたきり高齢者等で、理髪店や美容院に行くことが

困難な方に対し、訪問理容サービス及び訪問美容サービス

の費用の一部を助成します。

高齢者のニーズの把握に努めつつ、ねたきりの高齢者等の

快適な在宅生活の継続を支援します。

交付者数　１００人

延べ利用回数　２２０回

交付者数は１５５人。適切に助成券の交付事務を行い

ました。交付した助成券７４５枚の内、助成券の延べ

利用回数は３６６回となりました。

5

業務委託契約締結先（３組合）から委託料見直しの要望はな

く、他事業者からの参入要希望もなく、現状、大きな問題点

等はありません。

在宅ねたきり高齢者にとって必要な事業であり、年々ニーズ

も高まりつつあるため、更に周知を図る対応をしていきま

す。

ウ 家族介護用品支給事業 高齢福祉課

要介護認定で要介護５と認定された高齢者を在宅で介護し

ている家族（市民税非課税世帯）に対して、紙おむつ、尿

とりパッド、使い捨て手袋等を支給し、家族の経済的負担

の軽減を図ります。

利用者の利便性を向上するために、事業内容の見直しを行

います。また、全国的に継続要否が検討されている事業で

あるため、基準の改正及び体系の変更等、事業のあり方に

ついて適宜検討します。

-
対象者に対し紙おむつ、尿とりパッド、使い捨て手袋

等を支給し、家族の経済的負担の軽減を図りました。
3

家族介護用品の支給ついて、国が任意事業（地域支援事業交

付金）の対象から外すことを計画しています。

国が任意事業（地域支援事業交付金）の対象から外すことを

引き続き検討しているため、近い将来の事業廃止又は一般会

計への移行等について検討し、おおよその方向付けをしてい

きます。

エ 家族介護教室 高齢福祉課

高齢者を介護する家族等を対象に、介護に関する適切な知

識及び技術を習得でき、介護負担の軽減につながる教室を

開催します。

介護に関する適切な技術を習得するとともに、介護者同士

の交流・情報交換ができ心身ともにリフレッシュすること

ができる教室の開催を目指します。

-

高齢者を介護する家族等を対象に、介護に関する適切

な知識及び技術を習得でき、介護負担の軽減につなが

る教室を開催しました。また、広報への定期的掲載等

の対応をしました。

令和５年度は６回設定し、全６回開催できました。

5

教室に参加した介護者からは好評であり、R4年度の利用者数

３６名から５５名へと大幅な伸びを示せたが、今後毎年着実

な１割位ずつの伸びを図るための方法を検討していきます。

事業対象者への周知方法（広報ひらつかへの記事の定期的掲

載、実施回数の増、チラシ作成部数を増やす等）を引き続き

検討していきます。

4

高齢者生活支

援体制の構築

（１）

生活の安心・

安全確保

（２）

要介護者及び

家族介護者へ

の支援

基本目標２

住み慣れた地

域で安心のあ

る生活
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高齢者福祉計画（介護保険事業計画第8期）進捗管理

オ 家族介護者支援短期入所事業 高齢福祉課

要介護・要支援状態の高齢者を介護している家族が、病

気、出産、事故、災害等で介護ができなくなり、介護保険

の給付の上限を超えて短期入所を利用せざるを得ないこと

があります。その際、家族及び本人による全額実費負担が

困難な場合に、介護保険の短期入所の日数を含めて60日

を限度に、介護保険を利用した時と同じ程度の負担額で短

期入所できるよう支援します。

引き続き事業を実施し、家族の急病や事故、災害等により

在宅での介護が困難になった際の短期入所にかかる経済的

な負担を軽減します。

利用者数　１０人

延べ利用日数　８０日

要介護・要支援状態の高齢者を介護している家族が、

病気等で介護ができなくなり、短期入所サービスを利

用した方の全てが、老人福祉法で規定されている「や

むを得ない事由による措置」の対象者であったため本

事業の実績はありませんでした。

3

介護家族の高齢化や身寄りのない単身高齢者の増加により、

契約者不在で長期に渡る短期入所サービスが必要となる事例

が増えていることから、負担の軽減だけでは対応しきれない

事例が多く見られ、本事業の利用につながっていません。

介護保険の給付の上限額を超えた部分の経済的負担を軽減す

るニーズは薄れ、世帯全体の総合的支援ニーズが急速に高

まっています。事業資源の他事業へのシフトを含め検討をし

ていく必要があります。

（１）

良質な高齢者

向け住まいの

供給促進

ア 多様な住まい供給促進事業 高齢福祉課

高齢者が安心して快適な生活を送ることができるように、

高齢者等の生活特性に配慮した特別養護老人ホーム、有料

老人ホーム、認知症対応型グループホーム、サービス付き

高齢者向け住宅、軽費老人ホームなど多様な施設や住まい

が整備されています。

高齢者の居住希望などのニーズを踏まえ、事業者による多

様な住まいの整備が計画的に進むよう努めます。

医療・介護・住宅が連携した安心できる施設や住まいの整

備を図るため、これらの連携を重視した特別養護老人ホー

ム、有料老人ホーム、認知症対応型グループホーム、サー

ビス付き高齢者向け住宅等の整備を支援します。

-
第８期計画における特別養護老人ホームの増設と新設

に向けて、整備事業者と調整を行いました。
2

高齢者向けの福祉施設の整備が遅延しており、市内の待機者

数の解消にはまだ至っていません。

遅延している福祉施設の整備を進めていくことやショートス

テイから本入所への転換が必要なため、施設整備が計画的に

進むよう支援します。

ア
高齢者の住まいについての相談

体制づくり
高齢福祉課

公営住宅、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

等、様々な高齢者のニーズに応じた住まいの情報を市や高

齢者よろず相談センターにおいて提供できる体制を整備す

るとともに、住まい探しの相談会を実施します。

神奈川県高齢者居住安定確保計画に基づき、高齢者の住替

えニーズや住宅改修の要望について、一次的な相談を行え

る体制づくりに努めます。

相談会開催数　４回

相談者数　２０人

神奈川県高齢者居住安定確保計画に基づき、高齢者の

住替えニーズや住宅改修の要望について、一次的な相

談を行える体制づくりのために、高齢者住まい探し相

談会を4回開催し19人の方の相談に乗りました。

3

相談者数はR3年度から増加しております。高齢者世帯の増加

傾向とともに住宅ニーズも増加し、多様化していると考えら

れます。また、相談会以外でも相談に来所される方は増えて

おり、より一層の相談体制の整備を進める必要があります。

平塚市居住支援協議会設置の検討を進め、いつでも相談でき

る体制整備を進めます。

イ 高齢者賃貸住宅円滑入居事業 高齢福祉課

高齢者が住宅の賃貸契約を結ぶ際にネックとなる連帯保証

人、身元引受人、死亡に至った際の対応などの問題を解消

するための体制づくりに努めます。

神奈川県居住支援協議会等の関係団体と連携し、少額の本

人負担で連帯保証人や死亡時の諸手続き代行を行える体制

づくりや、高齢者よろず相談センター等と連携し、連帯保

証人を必要としない賃貸住宅の情報提供に努めます。

-

不動産協会、宅建協会、地主家主協会等の県内関係団

体と庁内関係課による「高齢者のための居住支援に関

する意見交換会」を初開催しました。また、神奈川県

居住支援協議会や居住支援法人と連携し、高齢者よろ

ず相談センターや高齢福祉課を窓口に、住まい探しに

困難さを抱えている高齢者への情報提供や住まい探し

の支援を行いました。

4

県内近隣市では市単位での居住支援協議会の設置が進んでい

る（横浜、川崎、相模原、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、厚木、座

間）が、本市は未設置で地域の居住支援体制の整備が進んで

いません。

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する

法律」において、全ての市区町村における居住支援協議会の

設置が努力義務化されたことから、まちづくり政策部や都市

整備部と連携の上で、設置を検討していく。

ウ
シルバーハウジング生活援助員

事業
高齢福祉課

県営の高齢者世話付き住宅（シルバーハウジング）に居住

する高齢者の生活面・健康面での不安に対応するため、生

活援助員（ライフサポートアドバイザー）が安否確認や生

活相談等に応じます。

サービス付き高齢者向け住宅等を充実させる中で、公営の

高齢者世話付き住宅の意義について検証します。
- 令和３年度で事業廃止 令和３年度で事業廃止 令和３年度で事業廃止

エ 市営住宅への高齢者居住支援 建築住宅課
高齢者が市営住宅に入居しやすく、また市営住宅で生活が

続けられるように支援を行います。

高齢者が円滑に入居できるよう、市営住宅の入居者募集時

に高齢者等への優遇措置を引き続き実施するとともに、住

戸内の手摺りやトイレ温水洗浄便座用の電源装置の拡充な

ど、高齢者が安全で快適に生活できるように住環境の整備

に努めます。

高齢者等への優遇枠の設置

募集戸数の１割程度

市営住宅への入居抽選の際、高齢者等が当選しやすく

なるよう抽選回数を増やして入居募集を行った。又、

住戸内改善として、便所の手摺や洋間改修を行った。

3 なし

・高齢者等が当選しやすくなるよう抽選回数を増やした住宅

は2戸

・住戸内改善は、便所の手摺（9戸）、洋間改修（9戸）

オ 養護老人ホームへの入所 高齢福祉課

居宅において生活することが困難な日常生活能力のある高

齢者が、経済上及び環境上の理由で他の施設を利用できな

い場合に、市の措置で入所することができる施設です。自

立のために必要な指導及び訓練等の援助を行うことによ

り、入所者の能力に応じた自立した生活の継続を支援しま

す。

福祉や医療等の専門家で構成される養護老人ホーム入所判

定委員会で入所の適否を判断し、入所が適当と判断された

者について市が措置を実施します。

被措置者数　７０人

令和5年度末時点で66名の入所措置者がいます。

新規入所措置者については、措置の必要性を適切に判

断することに努めました。また、既に入所措置してい

る者においては、措置の継続が妥当かどうかの検討及

び入所者の能力に応じた生活支援を継続しました。

3

虐待等で緊急に措置が必要な高齢者が増加しており、臨機応

変な対応が求められています。入所判定委員会の在り方や、

措置判断の適正化について検討が必要です。

養護老人ホームへの入所希望者に対して、措置の必要性及び

緊急性を適切に判断していきます。また、被措置者において

は、継続した利用が妥当か適宜検討を行っていきます。虐待

等で緊急に措置が必要な高齢者には、入所判定委員会での審

議を待たずに適切な措置を実施します。

ア ひとり暮らし調査の実施 高齢福祉課
一定年齢以上のひとり暮らし高齢者を把握するため、地域

の民生委員児童委員に依頼し、訪問調査を実施します。

住民基本台帳から一人世帯の高齢者を抽出し、民生委員児

童委員が訪問によりひとり暮らし高齢者に該当するかにつ

いて全戸調査を行い、生活上の不安を抱える高齢者には、

高齢者よろず相談センターが訪問し、見守り体制の強化に

努めます。

調査把握数　７,９７５世帯

15,210世帯を対象として調査を行い、内7,677世帯に調

査への協力を得ることができました。情報提供に同意

のあった市民の情報については、よろず相談センター

とも共有を図りました。

2
高齢者数の増加に対応できるよう、調査方法を見直す必要が

あります。

調査対象とする年齢要件の見直しを進めながら、新たに一人

暮らしとなった高齢者の健康状態等を確認することで、日頃

の見守りに役立てます。

カ 新たな見守り体制の構築 高齢福祉課
これまでの見守りに加え、対面によらないコミュニティ等

を活用した見守り体制の構築を進めます。

ＳＮＳ等対面によらないコミュニティへの関わりを積極的

に推奨し、これらを活用した見守り体制を検討します。
-

活動の支援をしているゆめクラブ湘南平塚の取り組み

としてＬＩＮＥ講座を開催しました。
2 見守りを充実させる取り組みが必要です。

対面によらないコミュニティ等を活用した見守り体制を引き

続き検討します。

キ 高齢者の消費者被害の未然防止 市民情報・相談課

消費者被害の未然防止や救済に向け、高齢者本人に加え、

見守る人に対しても、さらなる注意喚起などの取組を進め

ます。

高齢者本人及びその親族、また民生委員、地域包括支援セ

ンターなどの高齢者を見守る人に対し、啓発チラシや出前

講座などにより、消費者トラブルについて注意喚起を行い

ます。

啓発チラシの発行　年２回以上

シニア学級や高齢者サロン等で、出前講座を29回実施

し、消費生活センターでの消費生活相談で、989件の助

言、あっせんを行いました。

また、ガス給湯器等の点検商法などを注意喚起するチ

ラシを２回発行し、民生委員、地域包括支援センター

等見守る人に情報提供しました。加えて講座やイベン

トで消費生活センターのX（旧ツイッター）への登録を

呼びかけ、Xでは105件の注意喚起の投稿をし、引き続

き高齢者が多く利用する郵便局の現金封筒に啓発広告

も掲出しました。新たに、商業施設や路線バスへデジ

タル広告を掲出し、高齢者の見守りを呼びかけまし

た。

5

契約当事者のみでなく、子どもや孫など見守る側からの相談

も目立つので、親族等見守る世代への呼びかけは一定の効果

があったと考え、引き続き高齢者への注意喚起に加えて高齢

者の子ども世代、孫世代への見守りの呼びかけが必要です。

引き続き高齢者向けの出前講座を積極的に行うとともに高齢

者の子ども世代、孫世代が利用する場所や公共交通機関等へ

広告掲載やＳＮＳを通じて、見守りを呼びかけます。

ア
権利擁護のための相談支援及び

普及啓発
高齢福祉課

認知症などにより判断力が低下したため、権利侵害を受け

ている又はその可能性のある高齢者に対し、住み慣れた地

域で本人らしい生活ができるよう、制度の周知を図り、高

齢者よろず相談センターや成年後見利用支援センターが支

援を行います。

高齢者よろず相談センター等による相談業務で、権利擁護

の視点に立った支援を行います。成年後見制度や平塚市社

会福祉協議会が行う日常生活自立支援事業の利用を促し、

公的支援である介護保険サービスや生活支援サービスのほ

か、インフォーマルサービスを活用するなど、地域と協力

して日常生活を支援していきます。また、制度周知のため

出張講座や講演会等を開催し、普及啓発を行います。

権利擁護講演会　年２回実施

相談件数　２１,８２０件

地域包括支援センター等による相談業務で、権利擁護

の視点に立った支援を行い30,932件の相談に乗りまし

た。また、制度周知のため出張講座を行うとともに、

権利擁護講演会を２回開催し、普及啓発を行いまし

た。

3

高齢化社会に伴う相談件数の増加に対応するため、高齢者よ

ろず相談センター等の負担の軽減に向けた、効率化や改善の

取組みが必要です。

高齢者が住み慣れた地域で本人らしい生活ができるよう地域

と協力して日常生活を支援するために、地域包括支援セン

ターのケアマネジメント力の強化を引き続き進めていきま

す。

イ 成年後見制度の利用相談等 高齢福祉課

成年後見制度に関する情報を提供し、家族や本人が成年後

見制度を利用することができるよう相談業務を受けること

を通し、成年後見利用支援センター等関係機関と連携して

権利擁護の充実を進めます。また、親族がいない場合等に

は、本人に代わり市長が成年後見人選任の申立手続を行い

ます。さらに、後見人が選任されるまでの間、応急的な事

務管理を行う等の支援を行います。

高齢者よろず相談センター等における相談業務において、

日常生活について権利擁護事業による支援を必要とする方

に対して成年後見制度及び日常生活自立支援事業の利用や

成年後見利用支援センターの活用等を促し、その生活を支

援します。

-

高齢者よろず相談センター等の相談業務において、権

利擁護事業による支援を必要とする方に対して成年後

見制度及び日常生活自立支援事業の利用や成年後見利

用支援センターの活用等を積極的に促し、その生活を

支援しました。

3

高齢者よろず相談センターの相談業務において、成年後見制

度へつなぐ際の判断基準や支援方法が平準化されていないこ

とが継続的な課題となっています。

日常生活自立支援事業の活用や、成年後見利用支援センター

と連携した成年後見制度利用支援等、各機関における役割の

理解を深め、積極的な活用を引き続き促していきます。

（１）

見守り活動の

推進

（２）

高齢者虐待防

止のための取

組

4

高齢者生活支

援体制の構築

（２）

要介護者及び

家族介護者へ

の支援

基本目標３

いのちと権利

を見守る地域

社会

１

孤独死の防止

に向けた取組

の充実

５

高齢者居住安

定確保の推進 （２）

高齢者が円滑

に入居できる

体制づくり

２

権利擁護事業

の充実

基本目標２

住み慣れた地

域で安心のあ

る生活
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ウ
成年後見制度の利用支援等の充

実
福祉総務課

判断能力が低下している人やその親族等に対する成年後見

制度の利用支援や制度の普及啓発を行います。また、市民

後見人の養成や地域の中でのネットワーク体制の整備を行

います。

平塚市成年後見利用支援センターを拠点とし、相談業務等

により制度の利用支援を行います。また、関係団体等への

講演会や出張講座の開催により、制度の普及啓発を図ると

ともに、市民後見人の養成講座の開催及び講座修了者に研

修等も実施することで後見活動等の質の向上を図ります。

さらに、中核機関を設置し、ネットワーク構築やチーム支

援などを行います。

後見センタ―の認知度　１５％

中核機関である平塚市成年後見利用支援センターを拠

点として、相談、出張講座や講演会等を実施しまし

た。また市民後見人養成講座（実践）を開催するとと

もに、市民後見人としての資質向上を図るため、講座

修了者に対して研修を実施しました。この他、毎月、

ケース検討調整会議を開催し、制度の利用促進や後見

人の支援に努めました。

3

成年後見利用支援センターの認知度を高め、制度を必要とし

ている人が利用につながるようにすることです。また、身上

保護をメインとする事例など、受け手が不足してきているこ

とです。

成年後見制度に関する講座を開催し、制度の理解や関心を高

めていきます。

・市民後見人養成講座を継続して実施し、また、市民後見人

養成講座修了者や市民後見人に対して研修や交流会を実施

し、後見人支援を行います。

エ
終末期に向けた権利擁護推進事

業
高齢福祉課

終焉に向けて本人の希望に沿った支援が行えるよう、関係

機関等との支援体制を構築し、権利擁護の推進を図りま

す。

自分らしい人生を生き、終末期を迎えられるように支援す

るため、高齢者よろず相談センター等における相談業務や

出張講座、講演会等でエンディングノート等を活用した普

及啓発を行います。また、関係機関と連携し、緊急時等に

本人の意思を反映した支援が行える体制を充実させ、高齢

者の権利擁護を推進します。

各包括で事業実施　年１３回以上

終末期に向けた活動支援について関係機関との検討会

を年２回実施しました。各地域包括支援センターにお

いては、サロンや通いの場等でエンディングノートを

活用した普及啓発活動に取り組み、年42回の活動を実

施しました。令和6年3月には(株)鎌倉新書と「終活に係

る業務の支援に関する協定」を締結し、相談支援体制

の充実を図りました。

5

身寄りのない高齢者の身元保証、生活支援、死後事務等に対

する支援の必要性が高まっていますが、具体的な施策につな

がっていません。

国が示す「持続可能な権利擁護支援モデル事業」の動向等を

研究し、具体的な施策の検討を進めます。

ア 高齢者虐待の知識等の普及啓発
高齢福祉課・介護保

険課

高齢者虐待の予防、早期発見をするために市民、関係機

関、施設従事者等を対象とし、積極的に普及啓発を実施し

ていきます。

パンフレットやポスターを作成し、関係機関と相談窓口に

配架します。また、関係機関や施設従事者に向けて定期的

な研修を実施します。地域住民に向けては、高齢者よろず

相談センターや市が地域に出向き、講話等による普及啓発

を行うなど、継続的に、かつ、効率よく普及啓発が行える

方法を検討し、実施していきます。

各包括で事業実施　年１３回以上

地域住民や関係機関に向けては、地域包括支援セン

ターや市が地域に出向き、講話等による普及啓発を行

い、地域の中で高齢者虐待を早期発見するための普及

活動を行いました。各地域包括支援センターで年1回以

上実施し、計49回実施しました。

4

身近な地域住民や民生委員等に対して、高齢者虐待の基礎知

識等について普及するだけではなく、虐待を発見した場合の

通報先や相談窓口を広く周知していく必要があります。

高齢者虐待の基礎知識等について普及する取り組みや、相談

窓口の周知のため、地域活動の場や集会の機会を捉えて啓発

を実施していきます。

イ
高齢者虐待に対する支援ネット

ワークづくり
高齢福祉課

虐待防止ネットワーク協議会において、高齢者虐待の早期

発見や早期対応、予防的取組支援に向けた体制づくりを行

います。

虐待防止ネットワーク協議会を組織する各機関において、

協議会が機能を十分発揮できるよう、課題の共有を図りま

す。虐待対応検証機関として、協議会構成員で組織される

実務検討会議を設置し、検証の中で虐待に至った要因分析

や課題、傾向等を把握し、ネットワーク協議会において情

報共有を行い、予防的取組支援方法について検討します。

平塚市高齢者及び障がい者虐待防止

等ネットワーク協議会　年２回開催

平塚市高齢者及び障がい者虐待防止等ネットワーク協

議会を年２回開催し、虐待対応に関するネットワーク

づくりや情報共有を行いました。また、協議会メン

バー中心に市内各事業者へも声掛けしオンラインで研

修会を実施しました。虐待対応検証機関としては、実

務検討会議を設置し、検証の中で虐待に至った要因分

析や課題、傾向等を把握し、予防的取組支援方法につ

いて検討しました。

4
8050問題等、虐待ケースの課題は複合化しており、各機関が

緊密に連携したチーム支援の必要性が増しています。

虐待防止等ネットワーク協議会が、そのネットワーク機能を

十分発揮し、チーム支援へ繋がるよう課題の共有を図りま

す。また、虐待対応検証機関として実務検討会議の中で虐待

に至った要因分析や課題、傾向等を把握することで、予防的

取組支援方法について検討します。

ウ 高齢者虐待の相談体制の充実 高齢福祉課

高齢者虐待を予防し、また発生時に早期に対応するため、

高齢者よろず相談センター及び関係機関が円滑に連携し、

平準的かつ対応者に差がない継続的な支援を行います。ま

た弁護士の法律相談を活用し、法的根拠に基づいた対応を

行います。

高齢者虐待対応マニュアルを継続的に検証し、対応者によ

る差が生じないようにします。また、虐待解消までの対応

について、進捗管理体制を整えます。

高度に法律的な判断が必要となった際に、適時、弁護士等

専門家に相談し助言を受け、支援者への迅速な判断と対応

を行います。

検証会　年１回開催

年1回の虐待マニュアル検証会議を行い、必要に応じた

マニュアルの修正・加筆を行いました。高度に法律的

な判断が必要となった際には、弁護士の法律相談を活

用し助言を受け、効果的な対応を行いました。虐待対

応マニュアルの見直し継続と、事例の検討会を開催

し、対応スキルの向上を図っています。法律相談の周

知と活用の促進では、身近な支援者からの相談も積極

的に受け、令和5年度は13件の相談に対応しました。

3

虐待事例や困難事例について、対応者によって情報収集や判

断及びその後の対応方法が平準化されておらず、マニュアル

にある役割分担が守られていないケースが散見されることが

課題となっています。

虐待マニュアルへの理解度を深め、対応者による差が生じな

いよう助言を行うとともに、関係機関と市における役割分担

及び協力体制の意識統一をカンファレンス等で図ります。

エ
高齢者虐待に関わる職員の資質

向上
高齢福祉課

高齢者虐待の防止及び虐待を受けた高齢者の保護並びに養

護者に対する支援を適切に行うため、関係機関と情報を共

有し、職員に対して高齢者虐待に関する研修を行います。

高齢者虐待に関わる職員を対象に、過去の事例の検証や情

報共有、知識や技術を向上するための研修を行います。
実務検討会議　年１回以上

地域包括支援センターの地域支援担当者連絡会におい

て虐待事例や困難事例について事例検討を行うととも

に、地域包括支援センター及び庁内各課を交えた事例

検討会を行い、課題の共有と対応力向上を図りまし

た。

3

地域包括支援センターによって虐待事例や困難事例への対応

に差異があるため、事例の共有を図り、共通した対応スキル

を平準化していくことが必要と考えます。

地域包括支援センター及び庁内各課で連携して、虐待・困難

事例についての事例検討を行い、課題の共有と対応力向上を

図ります。

オ
虐待を受けた高齢者に対する支

援
高齢福祉課

虐待対応マニュアルに基づき、虐待が解消するまで支援を

します。また、虐待を受け保護を必要とする高齢者につい

て、施設等にスムーズに保護をします。

虐待の中心機関である市・高齢者よろず相談センターの対

応及び虐待対応マニュアルの検証を行い、虐待防止ネット

ワーク協議会において、関係機関を交えた検証機関として

の実務検討会議を設置します。

保護をする施設等との連絡会を設け、保護ルールの検証を

定期的に行い、保護を必要とする高齢者をスムーズに保護

するなど、高齢者虐待の解消に向けた支援を行います。

検証会　年１回開催

虐待防止ネットワーク協議会において、実務検討会議

を実施しました。内容については、研修会の実施報

告、個別ケースを通して地域ネットワーク形成を図る

ための実務検討会報告、施設保護検討会議報告、高齢

者虐待対応マニュアルの運用報告を議題としました。

3
高齢者の一時保護について、人員不足や満床を理由に受け入

れ先が見つからない事例が増えています。

「平塚市要保護高齢者一時保護ガイド」の適切な運用につい

て、各施設へ協力を求めていくとともに、実情に応じたガイ

ドの見直しを適宜行っていきます。

カ 養護者への支援 高齢福祉課

虐待のリスクのある家庭への予防的支援について検討しま

す。虐待をした、又はするおそれのある養護者に必要な支

援体制についても検討します。

虐待対応の事例検証の中で、養護者が虐待に至った要因を

分析し、予防的な支援の在り方を検討します。また、その

中から施策的取組が必要な課題について抽出し、支援体制

の検討を行い、関係機関との連絡調整を行う等適切な支援

を実施します。

-

各事例の積み重ねにより施策的取組が必要な課題につ

いて抽出し、支援体制の検討を行いました。予防的観

点から養護者支援について、福祉関係各課との連携強

化や、地域包括支援センターとの課題共有を図りまし

た。

3

養護者支援については、関係機関と情報の共有を図るだけで

なく、支援上の課題を検討しながら、連携をして支援してい

くことが必要と考えます。また、高齢者虐待にならない事例

における養護者支援についても、どのように関係機関と連携

して支援していくのかが課題となっています。

養護者支援について、関係機関が連携の必要性を認識できる

ように、地域包括支援センターの事業評価の中に項目を加

え、個別の課題評価だけでなく、養護者に対する支援の取り

組みについての課題も共有していきます。

キ 施設従事者等による虐待の防止
高齢福祉課・介護保

険課

施設従事者等による虐待を防止するため、市の支援体制を

整えます。また、施設入所サービス等を提供する事業者

は、緊急やむを得ない場合を除いて、身体拘束を行っては

ならないこととされています。高齢者が尊厳を持って生活

することができるように、身体拘束廃止に向けた取組を支

援します。

施設従事者等による虐待対応のための対応マニュアルを作

成し、マニュアルに基づき支援体制の充実を図ります。施

設従事者等による虐待対応を防止及び予防するため、施設

等関係機関に向けて定期的な研修を行うよう検討します。

市内の介護サービス提供事業者等で構成する「ひらつか地

域介護システム会議」の介護保険施設連絡会と連携を図る

ほか、実地指導や地域密着型サービス事業者への集団指導

講習会等の機会に指導を行い、身体拘束廃止に向けた取組

を支援します。

-

平塚市高齢者及び障がい者虐待防止等ネットワーク協

議会において、養介護施設従事者等に施設虐待の防止

及び予防のための啓発や虐待の現状について等の情報

提供をしました。

また、オンライン研修会を実施し市内各事業者への参

加を呼びかけました。

3

虐待事例検証の中で、虐待に至った要因のとして、職員の人

手不足、認知症入居者の増加、介護ストレスの増大、職場環

境の改善が図られないことへの不満からという理由があっ

た。研修や意識啓発という教育的要素のみならず、慢性的な

人員不足やコロナ禍による介護負担増といった労働環境要因

が虐待に繋がっている背景が課題となっています。

養介護施設従事者による虐待事例について近年の傾向や事例

を通した研修（情報の共有を図り、対応スキルの平準化）を

していく機会を作る必要性を施設等に周知します。また、介

護職員の労働条件の悪化による虐待リスクについても、事例

検討等を通じて施設へ周知していきます。

ア
避難行動要支援者支援体制の推

進

災害対策課・福祉総

務課・高齢福祉課・

地域包括ケア推進

課・障がい福祉課・

介護保険課

令和２年２月に策定した「平塚市避難行動要支援者避難支

援指針」に基づき、新制度（避難行動要支援者支援制度）

の周知啓発・登録の推進・マッチング率向上・避難支援等

関係者との連携強化を通して、避難行動要支援者の取組の

実効性向上と安心安全の確保を図ります。

新制度（避難行動要支援者支援制度）の周知啓発・登録の

推進・マッチング率向上・避難支援等関係者との連携強化

を通して、避難行動要支援者の取組の実効性向上と安心安

全の確保を図ります。

-

①平塚市避難行動要支援者避難支援指針に基づき、庁

内対策会議及び連絡会議を開催し、連携を図りまし

た。

②地域（自治会・民生委員児童委員）及び、保健所な

どの福祉関係団体に制度説明を行い、避難支援関係者

との連携強化、避難行動要支援者支援制度の実効性向

上を図りました。

③モデルケース的に個別避難計画を作成し、課題の抽

出や検討を行いました。

3

①個別避難計画の作成について、作成件数が少ないです。

②避難支援等関係者数（支援者）の確保が十分ではありませ

ん。

③制度内容等についての市民への周知・啓発が不足していま

す。

①優先度の高い者から、福祉専門職の参画を得て、個別避難

計画の作成を進めます。

②避難支援等関係者（支援者）を確保するため、自治会、民

生委員児童委員等への周知・啓発を引き続き行っていく他、

「チームディフェンス方式」についても説明・提案を行って

いきます。

③災害対策課と福祉部連携のもと、様々な機会、手法を活用

した周知広報策を検討し、市民への普及啓発を推進します。

イ 福祉避難所等の確保及び充実

高齢福祉課・地域包

括ケア推進課・障が

い福祉課・福祉総務

課・災害対策課

小、中学校等の一般の避難所での生活が困難な方の受入れ

施設として、市の福祉施設や県立の特別支援学校を福祉避

難所として指定し、社会福祉施設等とも受入れに関する協

定を締結します。

協定を締結している福祉避難所の管理者と協議の場を設け

るほか、災害時の具体的な避難者の受入れ方法等につい

て、「福祉避難所開設・運営基本マニュアル」に基づく施

設ごとのマニュアルを改訂します。同時に、新規に開設す

る社会福祉施設と協定を締結し、受入れ施設の更なる充実

に努めます。

-

福祉避難所支援の経験が豊富な外部講師の指導を受

け、各福祉避難所との認識の共有と、マニュアルの実

効性の向上を図るとともに、早期に福祉避難所等を開

設し、受入れができる体制を整えることを目的とし、

福祉避難所開設・運営訓練及びＨＵＧ訓練を実施しま

した。

4

福祉避難所開設・運営にあたる動きについて、訓練及び研修

に参加している各福祉避難所の担当者だけでなく各福祉避難

所の職員全体まで情報共有を行えていないことです。

福祉避難所開設・運営訓練等を実施し、その成果について各

福祉避難所の職員全体に情報共有するよう担当者に促しま

す。

（１）

避難行動要支

援者への支援

（２）

高齢者虐待防

止のための取

組

基本目標３

いのちと権利

を見守る地域

社会

２

権利擁護事業

の充実

３

災害に対する

取組の推進
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（２）

避難体制への

支援

ア
災害情報の提供及び避難体制へ

の支援

高齢福祉課・地域包

括ケア推進課・介護

保険課・災害対策課

高齢者の命と生活を守るため、高齢者一人ひとりが平常時

から備えるための取組を支援します。

県や市の防災担当部局と連携し、高齢者への適切な情報発

信及び情報提供を実施するとともに、事業者指導等を活用

し、介護事業所等の避難体制の構築に向けた支援を行いま

す。

-

介護認定の決定通知を送付する際に避難行動要支援者

の登録に関するお知らせを同封することで情報発信を

行い、「高齢者のためのガイドブック」に同内容を掲

載することで情報提供を実施しました。また、介護事

業所への実地指導の際に、事業所が作成した避難確保

計画の内容や防災担当部局への提出状況を確認すると

ともに、避難や救済が適切に行えるように情報提供・

周知を行いました。

3
避難確保計画の作成が必要ない介護事業所に対し、避難体制

の構築に向けた支援が必要となります。

非常災害時の計画を作成する等の介護事業所への指導を行

い、避難体制の構築が図れるよう支援を行います。

ア
介護保険制度の趣旨の普及・啓

発
介護保険課

サービス利用者に介護保険制度やサービス内容について十

分理解していただくため、各種広報媒体を使った情報提供

や高齢者よろず相談センター、ケアマネジャー等との連携

により制度の周知に努めます。

令和3年度の制度改正に対応したガイドブックを作成し、

要介護・要支援認定の新規申請時に配布するほか、高齢者

よろず相談センター、公民館等で配布します。また、引き

続き広報紙、ホームページ、パンフレットなどの各種広報

媒体を利用した情報提供や高齢者よろず相談センター、ケ

アマネジャー等との連携を図り、制度周知に努めます。

-

令和３年度の制度改正時に作成した介護保険制度の概

要やサービス種類などの情報を掲載した介護保険ガイ

ドブックを、令和5年度も引き続き窓口配布と市ホーム

ページへの掲載を行い、情報提供・周知を行いまし

た。

また、公民館で開催された高齢者学級の一部で介護保

険制度の周知を行いました。

なお、令和6年度報酬改定に伴う「ガイドブック」の作

成準備をしました。情報提供の対象者を考慮し紙媒体

の作成としました。

3

デジタルの時代ではありますが、介護サービスの利用者の特

性を考慮し、紙媒体を主として作成したため、相応の費用が

かかりました。

サービス利用者や家族等のデジタル機器の普及状況を勘案し

つつ、電子媒体での情報発信を順次行っていき、経費の削減

を図ります。

イ 事業者情報提供の充実 介護保険課

利用者が的確かつ安心して居宅介護支援事業者やサービス

提供事業者を選択できるように、事業者に関する情報提供

の充実を図ります。

介護保険サービス事業所一覧について、毎月更新し、ホー

ムページに掲載するとともに、窓口に設置し配布するほ

か、介護サービスの情報公表制度の周知、また、パンフ

レット、ホームページなどにより事業者に関する情報提供

を行います。

-

毎月上旬に最新の市内介護サービス提供事業所一覧を

作成し、窓口配布と市ホームページへの掲載を行った

ほか、認定結果通知に市内居宅介護支援事業所一覧を

同封することで周知を図りました。

事業者自身での情報修正については随時案内をしまし

た。

3

事業者情報は、原則として事業所が「介護サービス情報の公

表制度」に登録した情報が、介護事業所検索のできる「介護

情報サービスかながわ」に掲載されるため、従業員人数など

変更があった際は現況と齟齬が発生する場合があります。

「介護サービス情報の公表制度」の対象となる従業員人数な

どの変更の際には、事業者自身での修正が必要になることを

周知します。

ア 介護給付の適正化への取組 介護保険課

介護給付の適正化を図るため、介護給付適正化主要５事業

を神奈川県国民健康保険団体連合会から提供されるサービ

ス別給付実績等の利用により、定期的に把握しながら実施

し、質の高い介護サービスの提供に努めます。

神奈川県国民健康保険団体連合会から提供されるサービス

別給付実績等を活用し、「要介護認定の適正化」、「ケア

プランの点検」、「住宅改修等の点検」、「縦覧点検・医

療情報との突合」、「介護給付費通知」を実施します。

要介護認定の適正化　全件

ケアプランの点検　年３７件

住宅改修等の点検　年１５件

縦覧点検・医療情報との突合　年４

回

介護給付費通知　年４回

・要介護認定の適正化：全件

・ケアプランの点検：40件

・住宅改修等の点検：1件

・縦覧点検・医療情報との突合：4回

・介護給付費通知：4回

国保連合会の研修に参加しスキルアップを図りまし

た。

住宅改修の点検については、職員によるものは全件実

施し、有資格者による現地確認は1件行いました。有資

格者の点検制度は次年度も必要と判断し制度の継続の

準備を行いました。

2

・要介護認定の適正化、ケアプランの点検、縦覧点検・医療

情報、介護給付費通知、との突合は目標件数（回数）を達成

し、給付適正化への一定の成果がありました。

・住宅改修等の点検については、工事見積書の点検及び現場

写真による施工状況等の点検を職員により全件実施している

が、当市の8期計画では有資格者の委託業者とともに行った確

認を点検数としています。結果、写真による確認を重視した

ため目標値には届きませんでした。

・給付適正化は、担当職員の入れ替えのある中、国保連合会

の研修に参加すること等でスキルアップをし、点検時間の短

縮及び効率的な実施を図ります。

・住宅改修等の点検は、現地確認での点検が必要となる案件

が少なかったことにより、当市が計画で定める件数は1件とな

りましたが、工事見積書の点検及び現場写真による施工状況

等の点検は全件実施しました。当全件への点検は今後も継続

をします。現地確認については効果的な方法を検討します。

イ 事業者への指導・支援の実施 介護保険課

集団指導講習会、実地指導等を通じて、法令遵守の周知徹

底を図り、市内のケアマネジャー等に研修を行いサービス

の質の向上及び給付の適正化を図ります。また、介護分野

の文書量削減により、事業者の負担軽減を支援します。

地域密着型サービス事業者及び居宅介護支援事業者に対し

て、集団指導講習会、実地指導を計画的に行い、神奈川県

指定の事業者に対しても適宜、神奈川県平塚保健福祉事務

所と合同で実地指導を実施し、適切な契約締結など法令遵

守の周知徹底に努めます。

さらに、ケアマネジャー等事業者への研修体制を充実さ

せ、サービスの質の向上に努めます。また、介護事業所か

らの提出書類等の文書量削減により、事業者の負担軽減を

支援します。

-

集団指導講習会は、新型コロナウイルス感染拡大防止

の観点で、講習資料を市ホームページ上で確認する方

法としました。

実地指導は、新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮

しながら実施し、必要な指導、助言を行いました。

ケアマネジャー等事業者への研修は、令和６年度の報

酬改定に関する内容で実施しました。

介護事業所からの新規指定申請時や指定内容変更時の

提出書類等の文書量削減については、国・県の通知を

受け、削減を行いました。

 運営指導6年間未実施の事業所には、早期に運営指導を

実施をしました。

運営指導の委託については、実施方法等を検討し、予

算要求を行いましたが、次年度からの委託は見送りと

なりました。

2

実地指導は、制度等が複雑化、専門化する中で職員がノウハ

ウを蓄積することが難しく適切な助言ができなくなってきて

いるほか、指定期間である6年に1回は行うことを目標として

いるもののマンパワー不足で実施できていない事業所が発生

しています。

実地指導は、6年間未実施の事業所には早急に実施し、法令遵

守の周知徹底を図ります。

一方で、確実で効果的な実地指導を目指すため、介護保険法

に定める指定市町村事務受託法人への実地指導の委託を検討

します。

ウ
介護サービス提供事業者との連

携
介護保険課

介護保険制度の趣旨を理解し、良質な事業展開を行うため

に必要とされる情報を提供し、事業者相互間の連携調整や

情報の共有化を図り、各種サービスの円滑な実施や質の向

上を目指します。

市内の介護サービス提供事業者等で構成する「ひらつか地

域介護システム会議」において、９つの事業者別連絡会

（居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴、訪問看護、通所

サービス、福祉用具・住宅改修、介護保険施設、グループ

ホーム、小規模多機能）を開催するとともに、事業者に制

度の趣旨に関する情報提供を行います。

-

事業者別連絡会として、おおむね月１回程度で会議

（書面開催）と研修会を開催し、情報共有、各種課題

の協議及び解決を実施しました。

職員も、ひらつか地域介護システム会議の打ち合わせ

等に参加し、活性化を促進しました。

3
ひらつか地域介護システム会議の各連絡会の更なる活性化が

必要となります。

引き続き、連絡会間の連携による事業や地域を越えた連携に

よる事業を行い、ひらつか地域介護システム会議を活性化し

ていくように促進していきます。

エ 相談・苦情体制の充実 介護保険課
高齢者が安心して適正なサービスを利用できるよう、相

談・苦情体制の充実を図ります。

利用者が様々な疑問や苦情等を気軽に相談できるように相

談窓口の充実を図るとともに、ホームページ等により介護

保険に対する相談や苦情の対応の仕組みや受付窓口をわか

りやすく周知します。

介護サービスの相談・苦情について、サービス提供事業

者、担当のケアマネジャーと連携するとともに、神奈川県

や神奈川県国民健康保険団体連合会などの関係機関とも連

携を図り、解決に努めます。

-
市ホームページで苦情相談に係るチャートや苦情相談

書を掲載しています。
3

相談内容が多岐にわたるため、事業者やケアマネジャーが対

応すべき苦情相談が市に寄せられることがありますが、適切

な相談窓口を案内することで対応をしています。

今後も円滑な対応ができるように、苦情相談の方法を引き続

き市民、事業所へ周知します。

オ 介護サービス相談員の派遣 介護保険課
介護老人福祉施設等の施設・居住系サービスを中心に介護

サービス相談員の派遣を推進します。

利用者の日常的な不安や不満の解消を図るため、介護サー

ビス相談員を施設等に派遣し、サービス利用者の疑問や不

満、不安などを直接聴き、施設等の担当者と意見交換を行

うなどの取組を進めることにより、施設等と利用者の橋渡

し役となって介護サービスの質の向上に努めます。

-

年度末から来年度にかけて新型コロナウイルス感染症

の影響で派遣中止としていた事業所の半数近くが再開

できる運びとなった。また、活動方法も別室で数人と

面談する方法から施設内のフロアを自由に回れるよう

になった施設が増えた。

3

施設によっては担当者との意見交換をする時間を十分にとれ

ないところもあった。介護サービス相談員の役割を施設側に

も理解してもらい協力を仰ぐ必要性を感じた。

派遣再開した事業所を含め、再度介護サービス相談員の役割

や意義を伝えていく。また、引き続き派遣先事業所を増やせ

るよう周知を図ります。

カ
要介護認定の円滑な実施体制の

充実
介護保険課

介護サービスを必要とする利用者を適正に認定するため、

要介護・要支援認定の実施体制の充実を図ります。

要介護認定申請件数の増加を見据え、要介護認定調査や介

護認定審査会が遅滞なく円滑に実施できる体制の整備に努

めます。また、認定調査員や介護認定審査会委員に対し研

修等を実施し、質の向上と公平・公正な運営を図ります。

-

要介護認定調査は、市の認定調査員だけでなく、事務

受託法人等を有効に活用しながら行いました。また、

県主催の認定調査員研修を居宅介護支援事業所に周知

し、認定審査会委員研修として在任中の委員及び新任

委員向けの研修を実施しました。

3
居宅介護支援事業所によって認定調査に関する知識量に差が

見られます。

誤りが多い調査項目や変更点等を掲載した「認定担当からの

お知らせ」の発行や、認定調査の質の向上のための県主催の

研修の周知等、引き続き適正な要介護認定調査に向けスキル

アップを図ります。

基本目標４

人に寄り添う

介護サービス

１

介護保険事業

の円滑な実施

（１）

情報提供の充

実

（２）

サービスの質

の向上

基本目標３

いのちと権利

を見守る地域

社会

３

災害に対する

取組の推進
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高齢者福祉計画（介護保険事業計画第8期）進捗管理

ア 介護のイメージアップへの取組 介護保険課
様々な機会をとらえ、介護業界の実情を効果的に広く情報

発信し、介護のイメージアップを図ります。

介護業界のあまり知られていない良い面などをＰＲする動

画を作成し、ホームページやイベント等様々な機会で広く

情報発信することにより、介護のイメージアップを図りま

す。

-

仕事だけでなくプライベートでも精力的な活動をして

いる市内の介護事業所職員を紹介する動画「ピカイチ

☆フィルム」を令和４年度に引き続き作成し、第４弾

をYouTubeで公開するとともに、市内各所で放映しま

した。

4
市内各所で放映することから、介護事業所の利用者の動画へ

の出演に対して慎重な事業所があります。

「ピカイチ☆フィルム」の良さを積極的に周知する際に動画

の目的や放映場所なども事前に十分に説明し、理解を得られ

るよう努めます。

イ 介護職場の魅力発信事業 介護保険課

介護職場の魅力をアピールするため、事業所でいきいきと

働く介護職員を紹介するとともに、介護人材募集等に関す

る情報を発信します。

ホームページ等を活用して、「うちのピカイチ☆職員」を

紹介するとともに、「カイゴ・しごと・ガイド」により、

介護事業所を広く紹介し、介護職場の魅力発信を行いま

す。

-

実際に働く介護事業所職員の声など求人広告には載っ

ていない情報を掲載する『カイゴ・しごと・ガイド』

を作成し、市ホームページで公開するとともに、市内

の公民館、地域包括支援センター、ハローワーク平塚

など、市内110カ所に配架し広く市民の目に留まるよう

にしました。

写真掲載の「うちのピカイチ☆職員」は、原則、動画

掲載の「ピカイチ☆フィルム」へ発展的に移行してい

ます。

4

令和３年度から配布場所や発行数を増やしたものの、本来の

活用方法である『介護職へ就労するための事業所の紹介』と

してではなく、『利用者として事業所を利用するため』に

「カイゴ・しごと・ガイド」が活用されている状況です。

ハローワークや高校など就職を希望する人が集まる場所への

配架を引き続き積極的に行っていきます。

ウ 多様な業務の担い手確保 介護保険課

事業所における介護職以外の業務に関する人材のニーズを

集約し、地域やアクティブシニア等へ周知し、就労に向け

た支援を実施します。

事業所における介護職以外の経理・調理・送迎等の業務に

関する人材のニーズを集約し、勤務形態、給与面などを含

めた情報を、ひらつか元気応援ポイント事業登録者及び平

塚市生きがい事業団会員を始めとしたアクティブシニアや

地域等へ周知し、就労に向けた支援を実施します。

-

実際に働く介護事業所職員の声など求人広告には載っ

ていない情報を掲載する『カイゴ・しごと・ガイド』

内に、介護職以外の業務に関する人材（補助人材）に

係る情報を掲載しました。

3

行政では「就労に向けた支援」として直接事業所と求職者の

マッチングを行うことができないため、マッチング事業以外

での効果的な施策を実施する必要があります。

国・県が実施する介護の補助人材確保事業の動向や方法を注

視しつつ、既に行っている取組や市ホームページなどの広報

力を生かして、介護職以外の業務の存在や必要性を知ってい

ただけるように取り組みます。

エ
就職相談会・事業所見学会の実

施

介護保険課・高齢福

祉課

ハローワーク平塚等と連携し、介護の仕事に就きたい人が

就労につながるように努めます。

ハローワーク平塚等と連携し、介護事業所の見学会・就職

相談会を実施することで、就労希望者と介護事業所のマッ

チングを行います。

-

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点のほか、就労

につながるためのより効果的な方法を、ハローワーク

平塚と連携して検討し、介護事業所の見学会・就職相

談会に代えて介護事業所就職説明会を開催しました。

実績：参加者18人、就職者2人

4

市役所の会議室で説明会を実施する場合、会場の広さの都合

により1回あたりの参加事業所数が限られます。

ハローワークとの調整の結果、年1回の実施となりました。

令和5年度は１回の開催にとどまりましたが、年複数回実施で

きるようハローワーク及び参加事業所と調整していきます。

オ 介護入門的研修の実施
地域包括ケア推進

課・介護保険課

日常生活援助に係る介護の基礎的な知識や技術を習得する

研修を実施し、キャリアアップを促進します。

既存の研修との統合等を検討するとともに、ひらつか元気

応援ポイントの利用者等の介護に関心があり、さらに研修

を受け本格的に介護職場で活躍したい方に対し、掃除、洗

濯、調理、買い物など日常生活援助を行うための介護の基

礎的な知識や技術を習得する研修を実施します。

-

平塚市社会福祉協議会と連携し、入門的研修（全21時

間）のうち基礎講座（3時間）を実施し、介護に興味の

ある方が気軽に参加できる研修を新たに開催しまし

た。

開催回数：1回

延べ参加者数：37人

2

神奈川県社会福祉協議会が神奈川県から受託した入門的研修

の事業の一環として、平塚市社会福祉協議会と連携して実施

する事業であるため、毎年継続して実施できるか不透明で

す。

平塚市社会福祉協議会と連携し、参加しやすい基礎講座の有

効性について神奈川県に働きかけ、継続しての開催を目指し

ます。

カ 管理者等への職場環境改善事業
介護保険課・産業振

興課

事業所を運営する管理者等に対し、職場環境の改善につな

がる研修等を行います。

ひらつか地域介護システム会議や産業振興部の事業と連携

し、職場環境の改善につながる、管理者等への研修等を実

施します。

-

介護事業所の職員が働きやすくなることを目的に、管

理者等向けでリーダーとしてのコミュニケーションを

テーマにしたオンライン研修を実施しました。

5

受講した事業所のアンケート結果では、令和6年度以降もオン

ライン形式での研修実施を希望する声が多くありました。こ

のため、オンライン形式で対応いただける研修講師の選任を

基本に考える必要があります。

介護職員向けの研修を主催している機関などに協力を仰ぎ、

オンライン形式でニーズに合った研修を実施していただける

講師の選定を進めます。

キ 介護職員への定着支援 介護保険課
介護職員への相談体制の確立や職員間の交流の場の創設等

により、介護職員への定着支援を行います。

ひらつか地域介護システム会議等と連携し、就職後間もな

い若手職員を対象に、事業所を超えた交流の場を創設しま

す。また、介護職員が悩み等を気軽に相談でき、問題解決

につながる助言や働きかけができる外部の相談窓口の設置

を検討します。

-

若手職員を対象とした、事業所を超えた交流の場であ

る「わかてカイ」を年2回実施しました。

また、令和４年度に引き続き、介護職員が悩みなどを

相談できる外部相談窓口についての情報を市ホーム

ページに専用ページを設けました。

3

「わかてカイ」は、開催時期が後ろ倒しとなり参加人数が少

なく、十分な交流があったとまでは言えませんでした。

外部相談窓口の専用ページについて、周知が不十分です。

わかてカイの開催時期やグループワークのテーマを見直し、

参加者同士が悩みを共有する中でつながりをもてるようにし

ていきます。

ク
ＩＣＴ化、介護ロボット導入促

進
介護保険課

介護従事者の身体的負担軽減や業務の効率化が図られるよ

う業務のＩＣＴ化、介護ロボットなどの活用を支援しま

す。

介護従事者の身体的負担軽減、業務の効率化に向け、国や

県の補助制度を活用し、介護事業所における業務のＩＣＴ

化や介護ロボット導入を促進します。

-

国や県の補助制度の情報収集に努めるとともに、国、

県と連携し、負担軽減に向けた制度を周知しました。

市としては、「ケアプランデータ連携システム導入補

助金」の制度を設計し、次年度からの補助開始の準備

をしました。

3

国や県の補助メニューが定期的に変わるため、その動向に左

右されることが課題です。

さらに、介護事業所の職員の働きやすさにつながるＩＣＴ等

導入のメリットが十分浸透してない状況に対し、市も何らか

の施策を検討する必要があります。

引き続き国の補助事業等を注視するとともに、市としても介

護事業所におけるスマート化を促進する施策を検討します。

ケ 介護職員初任者研修受講の促進 介護保険課
介護職のスキルアップや定着支援に向け、介護職員初任者

研修の受講を促進します。

介護職員初任者研修の受講を促進し、研修修了後、市内事

業所へ一定期間就労した者を支援することで、新たな人材

の確保とサービスの質の向上を図ります。

補助件数　５件

・補助件数　6件

・研修の受講人数が多い時期を調査し、年２回市内介

護事業所に対して補助金申請の周知を行いました。

4

事業の周知自体は十分であると考えていますが、市内研修実

施機関２つの内１つが事業から撤退したため、前年度に比べ

申請件数が減少しています。補助対象の拡大や補助額の増額

などでさらに市外からの就労が進むとなおよいと考えられま

す。

引き続き、事業を周知していきます。

コ 若い世代へのすそ野拡大 介護保険課
若い世代に対し、高齢者への理解や介護の必要性を認識で

きる環境づくりに努めます。

職場体験等を通し、若い世代が介護の仕事を体験すること

により、高齢者理解や介護の必要性について実体験として

学ぶ機会を創出します。

-

県立高浜高等学校の全日制・定時制の生徒を対象に、

介護事業者と連携して介護体験授業を実施したとこ

ろ、メディアでも取り上げられました。

5
受講する人数によって会場やプログラム内容を検討する必要

があります。

引き続き介護事業者と連携し、受講する生徒にとって有益と

なるようブラッシュアップします。その上で、今後ニーズが

あれば、大学生や中学生等を対象にした講義も検討します。

サ 外国人材確保への取組 介護保険課
外国人材の介護分野への参入に向け、効果的に就労につな

がる事業を実施します。

外国人の就労に係る関係団体と連携し、外国人就労者向け

の面接会や就職相談会の実施を検討します。また、事業者

向けに外国人材の受け入れ制度や、円滑な受け入れに関す

る説明会等を開催するとともに、既に外国人を雇用してい

る事業所の見学会等を実施します。

-

外国人人材の円滑な受け入れを行うことを目的に、管

理者等向けで外国人介護職員の雇用についてをテーマ

にしたオンライン研修を実施しました。

令和5年度は連携して開催できる外部機関がなく、共催

等の実施はありませんでした。

3

アンケート調査によると、介護事業所の中には外国人スタッ

フの雇用に消極的なところがあります。

また、長年地道な外国人就労の支援を行っていなければ、仮

に市が主催したとしても外国人からの申込みは少ないと見込

まれるため、就職相談会等の実施は困難です。

介護事業所に身近な市としてできる効果的な事業として、外

国人スタッフの採用方法やメリットなどが伝わる取組を検討

します。

その上で、外国人向け就職相談会を連携して開催できる外部

機関があれば、共催等の実施を検討します。

シ 介護職員等宿舎借上げ支援事業 介護保険課

災害協定を締結している介護保険事業者等に対し、多様な

人材の確保、定着化及び働きやすい環境づくりを支援しま

す。

介護職員等の宿舎の借上げを支援し、多様な人材の受け入

れや発掘を促進するとともに、人材の確保定着につながる

よう支援します。

補助件数　２件

補助件数　０件

補助制度の周知は引き続き行いましたが、需要がなく

補助実績はありませんでした。制度内容を検討した結

果、次年度は当補助金を廃止することにしました。

2
令和３年度以後の実績がないため、市外からの就労促進とい

う目的に沿った事業であるか検証する必要があります。

事業所のニーズを考慮し、より就労支援に適した事業への見

直しを行います。

基本目標４

人に寄り添う

介護サービス

１

介護保険事業

の円滑な実施

（３）

介護人材の確

保及びスキル

アップ
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